
は

じ

め

に

近
年
の
日
本
教
育
財
政
史
研
究
の
進
展
の
な
か
で
、｢

学
制｣

の
理
念
を

｢

受
益
者
負
担｣

と
説
明
す
る

｢

通
説｣

が
批
判
さ

れ
て
い
る
。
恐
ら
く
最
初
の
問
題
提
起
者
で
あ
る
井
深
雄
二
に
よ
れ
ば
、｢

教
育
財
政
に
お
け
る
受
益
者
負
担
論
そ
れ
自
体
の
歴

史
的
・
原
理
的
考
察｣

が
十
分
に
深
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
の
証
拠
は
、
教
育
財
政
に
お
け
る

｢

受
益
者
負
担
主
義
の
端
緒｣

を

｢

学
制｣

に
求
め
る
見
解
が
今
日
な
お

｢

通
説｣

で
あ
り
続
け
て
い
る
点
に
見
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る

(

�)

。
そ
し
て
井
深
は
、
こ

の

｢

通
説｣

の
重
要
事
例
と
し
て
、｢

学
制｣

の
教
育
費
政
策
は

｢
受
益
者
負
担
主
義
を
基
本
に
し
つ
つ
国
庫
補
助
制
度
と
設
置

者
負
担
主
義
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
保
す
る
こ
と
に
あ
っ
た｣

と
す
る
国
立
教
育
研
究
所
編

『

日
本
近
代
教
育
百
年

史
・
２

(

�)』

を
あ
げ
て
い
る
。

さ
ら
に
井
深
は
、｢

通
説｣

の
形
成
に
少
な
く
な
い
役
割
を
果
た
し
た
書
と
し
て
中
島
太
郎

『

教
育
財
政

(

�)』

を
指
摘
し
、｢

教
育
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費
の
個
人
負
担

(

私
的
負
担)

を
受
益
者
負
担
と
等
値｣

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
受
益
者
負
担
主
義
を

｢

教
育
費
徴
収
の
方
法
・

技
術
と
い
う
レ
ベ
ル
で
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

(

�)｣

に
ま
で

｢

還
元｣

し
た
と
い
う
。
そ
の

｢

還
元｣

の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
同
書

が

｢
学
制｣

第
九
三
章

｢

全
費
ハ
生
徒
之
ヲ
弁
ス
ヘ
キ
モ
ノ｣

と
の
規
定
を
示
し
、｢

教
育
経
費
に
関
し
て
は
そ
の
基
本
原
則
と

し
て
、
い
わ
ゆ
る
受
益
者
負
担
原
則
が
採
用
さ
れ
て
い
た｣

(

四
七
頁)

と
評
価
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る

(

�)

。

つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
生
徒
支
弁
な
い
し
授
業
料
制
＝
受
益
者
負
担
主
義
と
す
る
認
識
が
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に

こ
の
認
識
で
い
け
ば
、
井
深
や
田
原
宏
人

(

�)

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
家
に
対
す
る
親
の
義
務
と
し
て
の
授
業
料
制
を
基
本
と
す
る

森
有
礼
の
第
一
次

｢

小
学
校
令｣

(

明
治
一
九
年)

も
受
益
者
負
担
主
義
と
な
り

(

�)

、
極
め
て
不
合
理
で
あ
る
。

し
か
し
中
島
太
郎

『

教
育
財
政』

は
、｢

学
制｣

に
関
し
て
は
授
業
料
制
だ
か
ら
受
益
者
負
担
主
義
だ
と
言
っ
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
理
由
を
｢

教
育
の
も
う
け
は
人
々
自
ら
其
身
を
立
る
の
基｣

と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
説

明
し
て
い
た

(

四
七
頁)

。『

日
本
近
代
教
育
百
年
史
・
２』

も
同
様
で
、｢

学
制｣

は
ま
ず
教
育
の
こ
と
を

｢

身
ヲ
立
ル
ノ
財｣

と
見
做
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の

｢
教
育
費
政
策
の
基
本｣

が
受
益
者
負
担
主
義
と
な
っ
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ

る

(

一
五
頁)

。

｢

学
制｣

を

｢

受
益
者
負
担｣

と
結
び
つ
け
る
こ
と
が

｢

通
説｣

と
な
っ
た
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
。
単
に
授
業

料
制
を
と
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
し
か
し
先
行
研
究
が

｢
受
益
者
負
担｣

の
意
味
内
容
を
特
に
説
明
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
は
確

か
で
、
筆
者
自
身
も
ま
た
無
自
覚
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、｢

受
益
者
負
担｣

の
意
味
を
確
認
し
た
う
え
で
、｢

学
制｣

の

教
育
費
政
策
の
基
本
が

｢

受
益
者
負
担｣

で
あ
っ
た
と
説
明
す
る
こ
と
が
適
切
な
の
か
ど
う
か
、
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
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一

井
深
雄
二
は
、｢

設
置
者
負
担｣

｢

国
庫
負
担｣

に
つ
い
て
は
戦
前
・
戦
後
を
通
じ
て
法
令
上
の
規
定
が
あ
り
歴
史
的
基
礎
を
持

つ
範
疇
で
あ
る
と
言
え
る
が
、｢

受
益
者
負
担｣

に
つ
い
て
は
戦
後
は
別
に
し
て
、
戦
前
に
お
い
て
は

｢

教
育
関
係
法
令
は
も
と

よ
り
教
育
政
策
文
書
に
お
い
て
も
、
そ
の
用
例
は
存
在
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か｣

と
疑
問
を
呈
し
て
い
る

(

�)

。
確
か
に｢

学
制｣

と
い
う
法
令
・
政
策
文
書
も
、｢

受
益
者
負
担｣

と
い
う
用
語
は
使
用
し
て
い
な
い
。
井
深
の
主
張
に
同
意
す
る
羽
田
貴
史
も
、

歴
史
文
書
で
あ
る

｢

学
制｣
に

｢

今
日
の
財
政
論
の
枠
組
み
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
は
、
非
歴
史
的｣

で
あ
る
と
批
判
し
て

い
る

(

�)

。
た
だ
こ
こ
で
井
深
は
、｢

よ
り
発
達
し
た
段
階
に
お
い
て
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
概
念
を
先
行
す
る
歴
史
の
分
析
に
適
用

す
る
こ
と
は
、
歴
史
研
究
に
常
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ｣

で
あ
る
の
で
、
そ
の
こ
と
自
体
は

｢

一
概
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
な
い｣

と
続
け
て
い
る
。
但
し
そ
の
場
合
は

｢

厳
密
な
理
論
的
規
定｣

が
求
め
ら
れ
る

(

�)

。
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ

｢

学
制
序
文｣

(

学
制
布
告
書)

や
条
文
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
し
て
や
は
り

｢

学
制｣

は

｢

受
益
者
負
担｣

と
は
言
え
な
い

と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
手
続
き
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
同
書
全
体
に
お
い
て

｢

学
制
序
文｣

や
条
文
に
つ
い
て
の
言

及
が
何
も
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
黒
崎
勲
が

｢

受
益
者
負
担
主
義
・
設
置
者
負
担
主
義
・
国
庫
負
担
制
度｣

と
い
っ
た
諸
概
念

を

｢

教
育
費
徴
収
の
方
法
・
技
術
と
い
う
レ
ベ
ル
で
の
カ
テ
ゴ
リ
ー｣

と
し
て
批
判
し
て
い
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
の

｢

内

実｣
｢

教
育
の
質
的
内
容
と
の
相
互
関
係｣

が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
こ
の

｢

受
益
者
負
担｣

と
い
う
理
念
・
制
度
の
起
源
は
、
遠
く
古
代
ロ
ー
マ
法
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う

(

�)

。
し
か
し
近

代
的
意
味
で
の
そ
の

｢

発
祥
の
地｣

は
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
一
四
二
九
年
に
は

｢

海
水
の
氾
濫
に
よ
っ
て
損
壊
し
た
歩

｢学制｣ (明治五年) をめぐる ｢受益者負担｣ 論議
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道
、
側
溝
、
下
水
道
等
の
築
造
及
び
修
繕
に
要
す
る
費
用
を
こ
れ
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
土
地
所
有
者
に
負
担
さ
せ
る
法
律｣

が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
広
ま
っ
て
き
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
、｢

受
益
者
負
担｣

制
度
は
も
と
も
と
、
土
地
開
発
や
土
木
工
事
に
適
用
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る

(

�)

。

日
本
で
の
そ
の

｢

萌
芽｣

は
、
一
八
九
六

(

明
治
二
九)

年
の
旧

｢

河
川
法｣

三
七
条
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
本

格
的
導
入
は
、
一
九
一
九

(

大
正
八)

年
の

｢

都
市
計
画
法｣
｢

道
路
法｣

の
制
定
で
あ
り

(

�)

、
現
在
の

｢

地
方
自
治
法｣

｢

都
市
計

画
法｣

｢

河
川
法｣

｢
道
路
法｣

な
ど
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
内
容
の

｢

受
益
者
負
担｣

に
よ
っ
て
明
治
五
年
の

｢

学
制｣

を
説
明
す
る
こ
と
は
、
極
め

て
滑
稽
な
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

｢

受
益
者
負
担｣

と
い
う
の
は
、
土
地
・
土
木
工
事
以
外
の
領
域
で
は
ま
っ
た
く
発
想
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

現
代
財
政
学
で
は
、｢

受
益
者
負
担｣
は

｢

税
負
担｣

の
対
概
念
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
市
場
を
通
じ
て
供
給
す
る
こ
と

が
困
難
で
、
そ
の
受
益
が
不
特
定
多
数
に
及
ぶ

｢

純
粋
公
共
財｣

に
お
い
て
は
、
そ
の
費
用
は
租
税
に
よ
る
。
他
方
、
市
場
を
通

じ
て
供
給
さ
れ
、
そ
の
受
益
が
特
定
個
人
に
帰
属
す
る

｢

純
粋
私
的
財｣

に
お
い
て
は
、
そ
の
費
用
は
当
然

｢

受
益
者
負
担｣

で

特
定
個
人
が
負
担
す
る
。
と
こ
ろ
が
現
実
に
は
、
そ
の
中
間
的
な

｢

準
公
共
財｣

な
い
し

｢

混
合
財｣

が
多
数
存
在
し
て
、
そ
れ

を
利
用
す
る
か
し
な
い
か
は
、
個
々
人
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
の
費
用
は

｢

租
税
負
担｣

と

｢

受
益
者
負
担｣

と
が

併
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
割
合
が
難
し
い
問
題
と
な
っ
て
く
る

(

�)

。
｢

準
公
共｣

事
業
の
負
担
を

｢

租
税
負
担｣

と

｢

受
益
者
負
担｣
の
併
用
で
説
明
す
る
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
す
で
に
近
代

経
済
学
の
祖
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の

『

国
富
論』

(

一
七
七
六
年)

に
見
ら
れ
る
。
ス
ミ
ス
は
、
道
路
な
ど
交
通
機
関
を
維
持
す

る

｢

経
費｣

は
疑
い
も
な
く

｢

社
会
全
体
の
利
益｣

に
な
る
も
の
な
の
で

｢
社
会
全
体
の
負
担｣

で
賄
っ
て
も
不
適
切
で
は
な
い
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が
、
し
か
し
こ
れ
ら
か
ら

｢

直
接
の
利
益｣

を
受
け
る
の
は
旅
行
者
や
商
品
の
運
送
者
・
消
費
者
な
の
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
な
ど

の
｢

通
行
税｣

は
こ
の
二
種
類
の
人
が
負
担
し
、
そ
の
こ
と
で

｢

社
会
全
体
の
収
入
へ
の
か
な
り
の
負
担
を
取
り
除
い
て
い
る｣

と
説
明
し
て
い
た

(

�)

。

そ
し
て
こ
の
考
え
方
は
、｢

教
育
機
関
と
宗
教
団
体
の
経
費｣

に
も
適
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
経
費
も

｢

社
会
全
体
の
利

益｣

に
な
る
の
で

｢

社
会
全
体
の
負
担｣

で
賄
っ
て
も
不
適
切
で
は
な
い
が
、｢

教
育
や
教
化
を
受
け
る
人｣

が
負
担
す
る
か
、

｢

教
育
や
教
化
が
必
要
だ
と
考
え
る
人
の
寄
附｣

に
よ
っ
て
賄
う
の
が
適
切
で
あ
る
し
、｢

そ
の
方
が
利
点
が
あ
る
と
す
ら
い
え
る｣

と

(

四
〇
四
頁)

。

ス
ミ
ス
の
基
本
的
な
教
育
観
は
、
そ
れ
を
人
々
の
自
由
意
志
に
任
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
年
少
時
に
学
ん
で
お
く
必
要

が
あ
る
教
育
に
つ
い
て
は｢

あ
る
程
度
の
強
制｣

も
必
要
で
あ
る
が
、
一
二
、
三
歳
に
な
れ
ば｢

強
制
は
ほ
と
ん
ど
不
要
に
な
る｣

の
で
あ
る

(

三
五
三
頁)

。
そ
う
い
う
こ
と
を
し
な
く
て
も
人
々
は
教
育
を
受
け
る
。
し
た
が
っ
て

｢

青
少
年
教
育
の
た
め
の
機

関｣

も
、
他
の
公
共
事
業
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、｢

経
費
を
賄
う
の
に
十
分
な
収
入｣

を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、

｢

学
生
が
教
師
に
支
払
う
授
業
料
が
、
こ
の
種
の
自
然
な
収
入
に
な
る｣

の
で
あ
る

(

三
四
八
頁)

。

さ
ら
に
ス
ミ
ス
は
よ
り
一
般
的
に
、｢

社
会
全
体
の
利
益
に
な
る｣

公
共
の
機
関
・
施
設
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て

｢

直
接
に
利
益

を
得
る
人｣

の
負
担
だ
け
で
は
維
持
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
不
足
分
は

｢

社
会
全
体
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
述

べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
税
負
担
よ
り
も
、｢

直
接
に
利
益
を
得
る｣
人
の
負
担
が
基
本
と
さ
れ
て
い
る

(

四
〇
四
頁)

。

と
い
う
訳
で
、
近
代
経
済
学
の
枠
組
み
に
お
い
て
、｢

受
益
者
負
担｣
と
い
う
概
念
を
土
地
・
道
路
以
外
の
領
域
で
あ
る

｢

教

育｣

に
適
用
し
た
と
し
て
も
、
間
違
い
で
あ
る
と
は
決
し
て
言
え
な
い
。
社
会
の
構
成
員
が
身
に
つ
け
た

｢

役
立
つ
能
力｣

は
、

本
人
に
と
っ
て
も
社
会
に
と
っ
て
も

｢

資
産
の
一
つ｣

と
な
り
、
そ
れ
は

｢
取
得
に
経
費
が
か
か
る
が
、
経
費
を
回
収
し
て
利
益

｢学制｣ (明治五年) をめぐる ｢受益者負担｣ 論議

― ―304



が
得
ら
れ
る｣

も
の
な
の
で
あ
る

(

前
掲

『

国
富
論
・
上』

二
八
四
頁)

。

し
か
し
、
ス
ミ
ス
が｢

教
育｣

に
二
種
類
を
区
別
し
て
い
た
こ
と
は
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は｢

庶
民
の
教
育｣

と

｢
地
位
と
資
産
の
あ
る
人
の
教
育｣

と
の
区
別
で
あ
り
、
前
者
は
後
者
よ
り
も

｢

政
府｣

の

｢

関
与｣

が
必
要
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る

(

前
掲

『

国
富
論
・
下』

三
六
九
頁)

。
と
く
に

｢

下
層
階
級
の
教
育｣

か
ら

｢

国
は
少
な
か
ら
ぬ
利
益｣

を
得
て

い
る
と
、
そ
の
秩
序
維
持
上
の
利
点
が
強
調
さ
れ
て
い
た

(

三
七
四
頁)

。
他
方
、｢

あ
る
程
度
の
地
位
と
資
産
が
あ
る
人｣

は
、

一
八
歳
か
一
九
歳
で

｢
事
業
主
や
専
門
家
な
ど
の
仕
事
を
は
じ
め
て
、
世
間
に
認
め
ら
れ
よ
う
と
す
る｣

が
、
そ
の
場
合
、
彼
ら

の
親
な
ど
は

｢

子
供
が
そ
の
よ
う
な
能
力｣

を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
で
、
た
い
て
い
は

｢

必
要
な
費
用
を
喜
ん
で

支
出
す
る｣

の
で
あ
る

(

三
七
〇
頁)

。

以
上
を
要
す
る
に
、
ス
ミ
ス
は

｢
教
育｣

を

｢

受
益
者
負
担｣

の
原
則
で
考
え
て
は
い
た
が
、
そ
の
場
合
の

｢

教
育｣

と
は
一

二
〜
三
歳
か
ら
一
八
〜
九
歳
ま
で
の

｢
あ
る
程
度
の
地
位
と
資
産
が
あ
る
人｣

の

｢

教
育｣

の
こ
と
で
あ
り
、
一
二
〜
三
歳
ま
で

の

｢

庶
民｣

｢

下
層
階
級｣

の

｢

教
育｣

に
つ
い
て
は
、
政
府

(

税)

負
担
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

二

日
本
の
法
令
に
お
い
て

｢

受
益
者
負
担｣

の
原
則
は
、
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
き
た
。

一
九
一
九
年

｢

都
市
計
画
法｣

六
条
二
項

｢

主
務
大
臣
必
要
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
都
市
計
画
事
業
ニ
因

リ
著
シ
ク
利
益
ヲ
受
ク
ル
者
ヲ
シ
テ
其
ノ
受
ク
ル
利
益
ノ
限
度
ニ
於
テ
前
項
ノ
費
用
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ヲ
負
担
セ
シ
ム
ル
コ

ト
ヲ
得｣
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一
九
一
九
年

｢

道
路
法｣

三
九
条

｢

道
路
ニ
関
ス
ル
工
事
ニ
因
リ
著
シ
ク
利
益
ヲ
受
ク
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
管
理
者
ハ
其
ノ
者
ヲ

シ
テ
利
益
ヲ
受
ク
ル
限
度
ニ
於
テ
道
路
ニ
関
ス
ル
工
事
ノ
費
用
ノ
一
部
ヲ
負
担
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得｣

一
九
四
六
年

｢

地
方
自
治
法｣

二
二
四
条

｢

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
数
人
又
は
普
通
地

方
公
共
団
体
の
一
部
に
対
し
利
益
の
あ
る
事
件
に
関
し
、
そ
の
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
当
該
事
件
に
よ
り
特
に
利
益

を
受
け
る
者
か
ら
、
そ
の
受
益
の
限
度
に
お
い
て
、
分
担
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る｣

こ
れ
ら
に
共
通
す
る
重
要
点
は
、
①
準
公
共
事
業
に
よ
っ
て

｢

特
に
利
益｣

を
受
け
る
特
定
の
個
人
か
ら
、
②
そ
の
受
け
た
利

益
の

｢

限
度｣

内
に
お
い
て
費
用
の
一
部

(

全
部)

を
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
二
点
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
意
識
し
、｢

学
制｣
に
戻
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず

｢

学
制
序
文｣

が
、
学
問
を
個
人
的
な
利
益
、
そ
れ
も

｢

立
身｣

｢

治
産｣

｢

昌
業｣

と
い
う
経
済
的
利
益
と
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

｢

人
々
自
ラ
其
身
ヲ
立
テ
其
産
ヲ
治
メ
其
業
ヲ
昌
ニ
シ
テ
以
テ
其
生
ヲ
遂
ル
所
以
ノ
モ
ノ｣

は
、
結
局
は

｢

学｣

で
あ
り
、
そ

れ
が

｢

学
校
ノ
設
ア
ル
所
以｣

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

｢

学
問
ハ
身
ヲ
立
ル
ノ
財
本｣

と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
従
来
は

｢

学
問
ハ
士
人
以
上
ノ
事
ト
シ
農
工
商
及
ヒ
婦
女
子
ニ
至
リ
テ
ハ
之
ヲ
度
外
ニ
ヲ
キ
学
問
ノ
何
物
タ
ル
ヲ
弁
セ
ス
又

士
人
以
上
ノ
稀
ニ
学
フ
者
モ
動
モ
ス
レ
ハ
国
家
ノ
為
ニ
ス
ト
唱
ヘ
身
ヲ
立
ル
ノ
基
タ
ル
ヲ
知
ラ
ス｣

し
か
し

｢

学
制
序
文｣

は
、
だ
か
ら
学
問
の
た
め
の
費
用
を
個
人
が
自
己
負
担
す
べ
き
で
あ
る
と
は
述
べ
て
は
い
な
い
。
た
だ

｢

国
家｣

｢

官｣

に
依
存
し
て
は
だ
め
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
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｢

従
来
沿
襲
ノ
弊
学
問
ハ
士
人
以
上
ノ
事
ト
シ
国
家
ノ
為
ニ
ス
ト
唱
フ
ル
ヲ
以
テ
学
費
及
其
衣
食
ノ
用
ニ
至
ル
迄
多
ク
官
ニ
依

頼
シ
之
ヲ
給
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
学
ハ
サ
ル
事
ト
思
ヒ
一
生
ヲ
自
棄
ス
ル
モ
ノ
少
カ
ラ
ス
是
皆
惑
ヘ
ル
ノ
甚
シ
キ
モ
ノ
ナ
リ｣

し
た
が
っ
て

｢

学
制
序
文｣

の
み
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、｢

受
益
者
負
担｣

で
あ
る
と
説
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ

る
。
そ
こ
で

｢
学
制｣

の
条
文
を
見
て
い
く
と
、
や
は
り
教
育
は
立
身
の
基
な
の
で

｢

其
費
用
ノ
如
キ
悉
ク
政
府
ノ
正
租
ニ
仰
ク

ヘ
カ
ラ
サ
ル
論
ヲ
待
タ
ス｣

と
繰
り
返
さ
れ
た
あ
と
、
し
か
し

｢

一
切
ノ
学
事｣

を

｢

民
費｣

に
任
せ
る
こ
と
も
無
理
な
の
で

｢

官｣

の
援
助
も
あ
る
と
続
く

(

第
八
九
章
但
書)

。
こ
こ
で
は

｢

受
益
者
負
担｣

で
は
な
く

｢

民
費｣

負
担
が
主
で
あ
る
。
そ
し

て
学
校
費
用
の
責
任
主
体
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
の
は

｢

小
学
区｣

｢

中
学
区｣

で
あ
っ
た

(

第
九
八
章)

。

以
上
の
限
り
で
は
、｢

受
益
者
負
担｣

と
は
と
て
も
言
え
な
い
。
け
れ
ど
も

｢(

学
校
費
用
の)

全
費
ハ
生
徒
之
ヲ
弁
ス
ヘ
キ
モ

ノ
ナ
リ｣

｢

生
徒
固
ヨ
リ
幾
分
ノ
受
業
料
ヲ
納
メ
サ
ル
可
ラ
ス｣

(

第
九
三
章)

、
諸
学
校
は

｢

受
業
料｣

で
も
っ
て

｢

其
学
校
ヲ

保
護｣

す
る

(

第
九
六
章)

と
い
う
規
定
も
あ
る
の
で
、｢

学
制｣

全
体
と
し
て
は
、｢

個
人
的
利
益
を
受
け
る
が
ゆ
え
に
個
人
的

に
負
担
す
る｣

と
い
う

｢

受
益
者
負
担｣

の
面
を
部
分
的
に
持
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

黒
崎
勲
は
、
臨
時
教
育
会
議
で
の
議
論
の
よ
う
に

｢
教
育
の
目
的
を
個
人
的
利
益
の
追
求
と
い
う
私
的
性
質
に
お
く
こ
と
を
促

す
も
の｣

｢

教
育
の
商
品
化
に
帰
結
す
る
も
の｣

で
あ
る
場
合
に
、｢

現
代
的
な
意
味｣

で

｢

受
益
者
負
担
の
原
則
と
よ
ぶ
に
値
す

る
も
の｣

で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な

｢

教
育
費
の
受
益
者
負
担
の
原
則｣

は

｢

学
制
に
お
い
て
理
念
的
に
先
取
さ
れ

た｣

と
理
解
し
て
い
た

(

�)

。

｢

学
制｣

に

｢

受
益
者
負
担｣

の
側
面
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
し
か
し
そ
れ
は
近
代
経
済
学
的
に
は
、
か
な
り
無
理
を

し
た
歪
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国際文化論集 №39

― ―301



と
い
う
の
は
、
ス
ミ
ス
が

｢

受
益
者
負
担｣

で
考
え
て
い
た

｢

教
育｣

と
は
、
既
述
の
よ
う
に

｢

あ
る
程
度
の
地
位
と
資
産
が

あ
る
人｣

の
た
め
の

｢

教
育｣

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
一
九
世
紀
的
な
財
政
思
想
で
は
、
国
家
は
民
間

(

市
場)

で
は
行

な
い
え
な
い
よ
う
な
事
業
の
み
を
、
国
民
の
す
べ
て
が
そ
の

｢

利
益｣

を
平
等
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

｢

無
償｣

で
行

な
い
、
そ
の
経
費
は
経
済
的
能
力
に
応
じ
て

｢

租
税｣

と
い
う
形
で
国
民
が
負
担
す
る

(

�)

。
し
か
し
特
定
の
階
層
の
た
め
の
教
育
は

｢

受
益
者
負
担｣
で
、
し
か
も
自
由
な
競
争
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し

｢
学
制｣

は
、
義
務
的
な
初
等
教
育
を
含
む
教
育
制
度
全
体
に
適
用
し
た
。｢

邑
ニ
不
学
ノ
戸
ナ
ク
家
ニ
不
学
ノ

人
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
事
ヲ
期
ス｣

と
全
員
就
学
を
目
指
す

｢

学
制｣

の
場
合
、｢

特
に
利
益｣

を
受
け
る
者
を
対
象
と
し
た

｢

受
益

者
負
担｣

の
原
則
か
ら
は
か
な
り
外
れ
て
し
ま
う
。
し
か
も

｢

学
制｣

は
当
初
、
従
来
の
す
べ
て
の
学
校
の
一
旦
閉
鎖
を
命
じ
、

学
校
の
自
由
競
争
な
ど
お
よ
そ
容
認
し
な
い
も
の
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
井
深
雄
二
の
論
の
基
調
に
は
、
一
九
七
一
年
の
中
教
審
答
申
や
一
九
七
〇
年
代
後
半
の
財
政
制
度
審
議
会
の
報
告
・

建
議
に
み
ら
れ
る
、｢

受
益
者
負
担｣

を
口
実
に
し
た
国
民
・
市
民
へ
の
経
費
負
担
の
転
嫁
と
い
う
傾
向
へ
の
批
判
が
あ
る
。
そ

の
こ
と
自
体
は
、
よ
く
理
解
で
き
る
。

高
度
経
済
成
長
期
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
、
自
然
増
収
の
減
に
よ
る

｢

財
政
難｣

に
、
各
種
の
公
共
投

資
さ
ら
に
社
会
保
障
関
係
支
出
の
必
要
性
が
高
ま
っ
た
結
果
、
新
し
い
財
源
の
開
拓
が
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
政
府
は
租
税
以

外
の
国
民
負
担
の
増
を

｢

受
益
者
負
担｣

の
論
理
で
行
な
う
方
向
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
来
の

｢

受
益
者
負
担｣

で
は

な
く
、｢

従
来
と
は
全
く
よ
そ
お
い
を
変
え
て
登
場
し
て
き
た｣

財
政
原
則
で
あ
っ
た

(

�)

。

そ
し
て

｢

財
源
漁
り｣

の
た
め
に
本
来
の

｢

受
益
者
負
担｣

概
念
の
拡
大
が
急
速
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、

｢

財
政
資
金
の
調
達
と
負
担
の
あ
り
方
を
混
乱
さ
せ
、
負
担
の
公
正
と
公
平
を
保
持
し
え
な
い｣

よ
う
な

(

�)

、｢

手
軽
な
受
益
者
負
担
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制
度
が
各
分
野
で
積
極
的
に
導
入
さ
れ
る
懸
念｣

が
生
ま
れ

(

�)

、
そ
の
後
、
現
実
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ど
う
い
う
拡
大
か
と
言
え
ば
、(

一)

本
来
の

｢

開
発
利
益｣

の
還
元
と
い
う
意
味
以
外
に
、(

二)
｢

公
共
サ
ー
ビ
ス｣

の
価

格

(
公
共
料
金)

、(

三)
｢

公
共
サ
ー
ビ
ス｣

の
費
用
を
そ
の

｢

受
益｣

に
応
じ
て
分
担
す
る
と
い
う

｢

公
共
サ
ー
ビ
ス｣

費
用

の
負
担
配
分
原
則
の
意
味
に
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る

(

�)

。
第
三
の
意
味
の
事
例
は
、
各
種
手
数
料
や
使
用
料
な
ど
で

あ
り
、
そ
し
て
こ
の
第
三
の
範
疇
の
中
に
学
校
の
授
業
料
を
含
め
る
考
え
も
あ
る

(

�)

。

と
こ
ろ
が

｢

受
益
者
負
担｣

概
念
を
拡
大
し
て
使
用
し
た
場
合
、
受
け
た
利
益
が

｢

土
地
開
発
利
益｣

(

値
上
が
り)

の
よ
う

に
比
較
的
明
瞭
な
場
合
と
違
っ
て
、
複
雑
な
問
題
が
派
生
し
て
く
る
。
例
え
ば
、｢

受
益
の
範
囲
や
受
益
の
程
度
の
把
握
が
困
難｣

で
あ
る
こ
と
、
受
益
者
が

｢
多
元
化｣

し
て
い
る
こ
と

(

公
共
施
設
を
設
置
し
た
自
治
体
以
外
の
住
民
の
利
用
、
昼
間
人
口
と
夜

間
人
口
の
差
な
ど)

、
受
益
者
負
担
は
文
字
通
り

｢

受
益｣

に
応
じ
た
負
担
で
あ
り
経
済
的
能
力
に
応
じ
た
負
担
で
は
な
い
の
で

｢

逆
進
性｣

が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る

(

�)

。

ま
た
手
数
料
・
使
用
料
な
ど
は
、
公
共
施
設
を
使
用
し
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
と
い
う

｢

利
益｣

(

む
し
ろ

｢

利
便｣)

に

対
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
何
か
具
体
的
な

｢

経
済
的
内
容｣

を
も
た
ら
し
た
訳
で
は
な
い
の
で
、
利
用
者
は
本
来
の

所
得
で
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
、
い
わ
ば

｢

二
重
課
税｣
と
な
る

(

�)

。
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
単
価
は

｢

費
用｣

に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
収
入
は
、
通
常
は
当
該
の
施
設
・
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
に
充
当
さ
れ
る
の
で
は
な
く
一
般
財
源
に

入
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
ら
を

｢

受
益
者
負
担｣

概
念
の
拡
大
さ
れ
た
第
三
の
範
疇
に
入
れ
る
こ
と
は
極
め
て
不
合
理
な

こ
と
に
な
る

(

�)

。
さ
ら
に
そ
の
う
え
本
来
の

｢

受
益
者
負
担｣

に
お
い
て
さ
え
も
、｢

道
路
整
備｣

か
ら
利
益
を
受
け
る
自
動
車
メ

ー
カ
ー
と
い
っ
た
、｢

見
え
な
い
受
益
者｣

の
問
題
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る

(
�)
。

そ
れ
で
な
く
て
も
厄
介
な

｢

受
益
者
負
担｣

概
念
を
、｢

教
育｣

(

授
業
料)
に
適
用
し
た
場
合
に
は
ど
う
な
る
の
か
。
ま
ず
受
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け
た

｢

利
益｣

と
は
何
か
。
知
識
が
増
え
技
術
が
修
得
で
き
、
あ
る
い
は
道
徳
性
が
身
に
つ
く
し
、
ま
た
探
究
心
や
知
識
欲
を
満

た
し
満
足
感
が
得
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
経
済
的
利
益
を
生
み
出
す
の
か
、
あ
る
い

は
経
済
的
能
力
の
上
昇
に
結
び
つ
く
か
を
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
証
明
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で

あ
る
。
し
か
も

｢

受
益
者
負
担｣

は
、｢

受
益
の
限
度｣

内
で
利
益
に
応
じ
て
負
担
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、｢

利
益｣

自
体
が

確
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
も
無
理
で
あ
る
。
ま
た

｢

著
し
い
利
益｣

と
は
ど
の
程
度
の
利
益
な
の
か
を
明
確
に
さ
せ

る
必
要
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
う
え
、
そ
の

｢

利
益｣

と
は
い
つ
の
時
点
の

｢

利
益｣

な
の
か
、
つ
ま
り
教
育
を
受
け
て
い
る
時

点
な
の
か
、
そ
の
後
の
時
点
な
の
か
も
は
っ
き
り
と
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
判
断
す
れ
ば
、｢

教
育｣

に

｢

受
益
者
負
担｣

概
念
を
適
用
す
る
こ
と
自
体
に
、
非
常
な
無
理
が
存

在
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え

｢

教
育｣

を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
的
利
益
を
受
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、
そ
の

｢

利
益｣

の
あ
っ
た
の
ち
に

｢

応
能｣

的
に
、
つ
ま
り
所
得
税
と
し
て
還
元
す
る
の
が
一
番
合
理
的
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
政
府
が
そ
の
財
政
政
策
と
し
て
、
本
来
は
適
用
が
無
理
な
概
念
を

｢

教
育｣

に
適
用
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
あ
り
え
る
。

｢

学
制｣

は
そ
の
古
典
例
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に

｢

受
益
者｣

と
は
誰
な
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。｢

学
制｣

で
は
、
学
問
を
す
る
生
徒
個
人
が
前
提
と
し
て
想
定
さ
れ

て
い
る
が
、
実
際
に
は
国
家
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
た
。

井
深
雄
二
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
政
府
の
財
政
政
策
を
批
判
す
る
中
で
、
次
の
よ
う
な
主
張
を
し
て
い
る
。

教
育
財
政
に
お
け
る

｢

受
益
者
負
担｣

の
現
実
機
能
は
、｢

教
育
を
受
け
る
権
利｣

(

教
育
の
機
会
均
等)

に
対
抗
す
る
教

育
費
理
念
と
し
て
、｢

公
財
政
支
出
教
育
費
の
節
減
合
理
化
を
推
し
進
め
る｣
点
に
あ
る
。
そ
の
と
き

｢

学
制｣

の
教
育
費
政
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策
の
基
本
を

｢

受
益
者
負
担
主
義｣

で
あ
っ
た
と
評
価
す
れ
ば
、｢

国
家
財
政
支
出
教
育
費
の
節
減
合
理
化｣

と
い
う
点
で
は

｢
符
号｣

す
る
面
が
あ
る
が
、｢

人
民
の
教
育
機
会
の
飛
躍
的
拡
張
計
画｣

と
し
て
の

｢

学
制｣

に
は
そ
ぐ
わ
な
い

(

�)

。

こ
こ
の

｢
学
制｣

評
価
が
、
ど
う
に
も
理
解
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。｢

学
制｣

と
は
、
教
育
を
受
け
る
権
利
の
実
現
を
目

指
し
た

｢

人
民
の
教
育
機
会
の
飛
躍
的
拡
張
計
画｣

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

明
治
五
年
一
月
段
階
で
の

｢

学
制
大
綱｣

が

｢

国
家

(

ノ)

富
強
安
康｣

を
目
指
し
て
い
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で

あ
る
。
つ
ま
り

｢

受
益
者｣

は
国
家
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
八
月
二
日
の
公
布
時
に
は
、

｢

国
家｣

が
消
さ
れ

｢

身
ヲ
立
ル
ノ
財
本｣

と
し
て
の
学
問
観
に
変
更
さ
れ
た
。
つ
ま
り
は

｢

教
育
費
の
国
民
負
担
を
正
当
化
す

る
論
理｣

の
た
め
で
あ
っ
た

(

�)

。
維
新
政
府
の
財
政
問
題
と
い
う
理
由
か
ら
、｢

国
家｣

を
あ
え
て
隠
蔽
し
、
個
人
を
受
益
者
と
す

る

｢

学
制｣

が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

｢

学
制｣

の
、
お
よ
そ
非
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
的
な
就
学
強
迫
主
義
に
怒
っ
た
人
々
も
い
た
。
長
野
県
の
あ
る
小
学
校
の
沿
革
誌

に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。｢

就
中
尤
其
肝
ヲ
破
リ
シ
モ
ノ
ハ
即
学
令
ノ
発
布
ニ
シ
テ
父
兄
ハ
己
ノ
児
童
ヲ
教
育
ス
ル
ハ

己
ノ
意
志
ノ
自
由
ニ
シ
テ
嘗
テ
他
人
ノ
干
渉
ヲ
要
セ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
思
ヒ
居
リ
シ
ニ
突
乎
ニ
シ
テ
汝
ノ
子
女
ヲ
入
学
セ
シ
メ
ヨ

何
故
ニ
入
学
ヲ
遅
延
ス
ル
ヤ
等
ノ
督
責
ヲ
受
ク
豈
一
驚
ヲ
喫
セ
ザ
ラ
ン
ヤ｣

。

あ
る
い
は

｢

学
制｣

下
の
教
育
の
有
名
な
《
翻
訳
主
義
》
に
も
戸
惑
っ
た
。｢

新
学
校
事
業
ノ
価
値
ヲ
認
ム
ル
能
ハ
ザ
ル
ノ
ミ

ナ
ラ
ズ
徒
ダ
一
種
西
洋
伝
来
ノ
流
行
物
ト
一
般
視
シ
其
運
命
ノ
桃
栗
三
年
早
晩
廃
絶
ニ
帰
ス
ベ
キ
ヲ
信
ゼ
リ

(

�)｣

。

そ
し
て
教
育
費
負
担
の
重
さ
も
絡
ん
で
、
学
校
焼
き
討
ち
事
件
が
頻
発
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
う
い
う
民
衆
の
視
点

か
ら
す
れ
ば
、
就
学
す
る
こ
と
は
少
し
も

｢

受
益｣

で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
新
政
府
は
そ
の
教
育
政
策
の
理
念
と
し
て
、
あ
え
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て

｢

受
益
者
負
担｣

を
唱
え
た
の
で
あ
る
。

｢

学
制｣

の
一
側
面
を

｢

受
益
者
負
担｣

と
呼
ば
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
表
現
す
れ
ば
い
い
の
か
。
も
う
一
度
、
井
深

雄
二
の
主
張
を
聞
い
て
み
よ
う
。

｢

学
制｣
お
よ
び

｢

そ
れ
に
続
く
戦
前
期
の
教
育
費
政
策｣

に

｢

受
益
者
負
担
概
念｣

を
用
い
る
と
、｢

現
代
的
範
疇
を

歴
史
的
段
階
を
異
に
す
る
時
代
に
適
用
す
る
誤
り
に
陥
る｣

か
、
こ
の
概
念
を

｢

没
歴
史
的｣

な

｢

教
育
費
徴
収
の
方
法
・
技

術
と
い
う
レ
ベ
ル
の
カ
テ
ゴ
リ
ー｣

に

｢

還
元｣

す
る
か
の
い
ず
れ
か
に
な
る
。
後
者
の
場
合
は
一
概
に
誤
り
と
は
言
え
な
い

が
、
し
か
し
森
の
第
一
次
小
学
校
令
ま
で

｢

受
益
者
負
担｣

と
な
る
の
で
、｢

誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
受
益
者
負
担
範
疇
の
使

用｣

は
避
け
た
ほ
う
が
よ
い
。
従
っ
て
従
来
の

｢

没
歴
史
的
な
意
味｣

に
お
け
る

｢

受
益
者
負
担｣

に
は

｢

有
償
制｣

と
い
う

用
語
を
当
て
る

(

�)

。

本
稿
で
は
、｢

学
制｣

に
つ
い
て
は

｢

受
益
者
負
担｣

の
一
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
が
、｢

そ
れ
に
続
く
戦
前

期
の
教
育
費
政
策｣

ま
で

｢

受
益
者
負
担｣

と
は
考
え
て
い
な
い
。
�個
人
の
経
済
的
利
益
の
た
め
の
教
育
・
学
校
�
�そ
の
利
益

を
受
け
た
者
の
負
担
�
と
い
う
よ
う
な
公
式
説
明
が
、
戦
前
期
に
な
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
上
記
引
用
で
は

｢

有

償
制｣

が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

｢

学
制｣

の
場
合
、
こ
れ
で
は
な
ぜ

｢

有
償｣

な
の
か
が
表
現
で
き
な
い
。
そ
し
て
単
に

｢

有
償
制｣

で
は
、｢

学
制｣

と
第
一
次

｢

小
学
校
令｣

と
の
区
別
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

井
深
は
、
従
来
の
教
育
財
政
史
研
究
を
批
判
的
に
検
討
し
た
著
書
の
結
論
部
分
に
お
い
て
、
教
育
費
政
策
の
四
類
型
と
い
う
意

欲
的
な
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
四
類
型
は
、｢

有
償
制｣

｢

無
償
制｣

お
よ
び

｢
設
置
者
負
担｣

｢

国
庫
負
担｣

と
い
う
四
つ
の
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｢

基
礎
範
疇｣

を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
作
ら
れ
る
。
つ
ま
り

｢

無
償
制｣

と

｢

設
置
者
負
担｣

か
ら

｢

公
費
教
育
主
義｣

が
、

｢
無
償
制｣

と

｢

国
庫
負
担｣

か
ら

｢

教
育
補
助
金
主
義｣

が
、｢

有
償
制｣

と

｢

国
庫
負
担｣

か
ら

｢

国
家
教
育
費
主
義｣

が
、

そ
し
て

｢

有
償
制｣

と

｢

設
置
者
負
担｣

か
ら

｢

受
益
者
負
担
主
義｣

が
形
成
さ
れ
る
。
そ
し
て

｢

受
益
者
負
担
主
義｣

は
あ
く

ま
で
、｢
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
新
自
由
主
義
的
行
財
政
改
革
・
教
育
改
革｣

に
お
い
て
本
格
的
展
開
を
み
て
き
た
も
の
、｢

教
育

サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
市
場
原
理
主
義｣

を
意
味
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
で
は

｢

学
制｣

期
の
教
育
費
政
策
は
ど
の
類
型

に
当
て
は
ま
る
の
か
。
井
深
に
よ
れ
ば
、｢

国
家
教
育
費
主
義｣

に
は
当
て
は
ま
ら
ず
、
む
し
ろ

｢

現
象
的｣

に
は

｢

受
益
者
負

担
主
義
に
類
似
し
て
い
る
面｣

が
あ
る
が
、
そ
の
性
格
規
定
は
別
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
た
め

｢

保
留｣

と
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

｢

学
制｣

を

｢

受
益
者
負
担｣
と
呼
ぶ
こ
と
に
批
判
を
提
起
し
た
研
究
だ
け
に
、
残
念
で
あ
る
。

三

｢

学
制｣

の
基
本
原
理
を

｢

受
益
者
負
担｣
と
説
明
す
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
理
由
は
、
も
っ
と
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

｢

学
制｣

期
の
教
育
財
政
の
実
態
に
お
い
て
、｢
受
益
者
負
担｣

の
授
業
料
の
果
た
し
た
役
割
が
非
常
に
小
さ
か
っ
た
こ
と
が
、
す

で
に
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

中
島
太
郎

『

教
育
財
政』

も
、｢

学
制｣

の
基
本
原
則
こ
そ

｢

受
益
者
負
担｣

で
あ
る
が
、｢

受
益
者
負
担
・
設
置
者
負
担
・
国

庫
負
担
の
三
原
則
が
は
っ
き
り
と
併
用
さ
れ
て
い
た｣

(

五
〇
頁)
と
記
し
て
い
る
。『

日
本
近
代
教
育
百
年
史
・
２』

も
、｢

受

益
者
負
担
主
義
を
基
本
に
し
つ
つ
国
庫
補
助
制
度
と
設
置
者
負
担
主
義
を
組
み
合
わ
せ
る｣

こ
と
が
な
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
し
て

い
た
。

こ
こ
で

｢

設
置
者｣

と
は
、｢

学
制｣

第
九
八
章
に

｢

凡
学
校
ヲ
設
立
シ
及
之
ヲ
保
護
ス
ル
ノ
費
用
ハ
中
学
ハ
中
学
区
ニ
於
テ

国際文化論集 №39

― ―295



シ
小
学
ハ
小
学
区
ニ
於
テ
シ
其
責
ヲ
受
ク
ル
ヲ
法
ト
ス｣

と
あ
る
よ
う
に

｢

学
区｣

の
こ
と
を
指
す
。
そ
し
て

｢

受
益
者
負
担｣

の
原
理
は
実
際
に
は
実
行
不
可
能
で
あ
っ
て
、
現
実
に
学
校
経
費
の

｢

主
要
部
分
は
学
区
負
担
金
と
寄
付
金｣

と
に
よ
っ
て
賄
わ

れ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

�)

。『

日
本
近
代
教
育
百
年
史
・
２』

で
は
表
に
よ
っ
て
よ
り
詳
細
に
、｢

受
業
料｣

は｢

学
制｣

期
を
通
じ
て
四
〇
万
円
を
越
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
れ
に
対
し
て
学
区
内
集
金
は
毎
年
度
、
大
幅
に
増
額
さ
れ
、
明
治
八
年
度

以
降
は
そ
れ
が

｢
公
学
費
調
達
の
主
要
な
手
段｣

と
な
っ
て
、
明
治
九
年
度
に
は

｢

前
年
度
繰
越
高
を
除
く
公
学
費
収
入
の
四
四

・
二
％
を
占
め
る
に
至
っ
た｣

と
説
明
さ
れ
て
い
る

(

二
七
頁)

。
た
だ
、
こ
の
状
況
は

｢

学
制｣

に
示
さ
れ
た

｢

教
育
費
政
策｣

と
は

｢

異
質
の
も
の
で
あ
っ
た｣

と
い
う
が

(

二
七
頁)

、
し
か
し

｢

学
制｣

で
は
、
学
校
の
設
立
・
維
持
費
を

｢

学
区｣

の
責

務
と
す
る
の
が
基
本
原
則
だ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
特
に

｢

異
質｣

で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、｢

学
制｣

期
の
教
育
財
政
の
実
態
は

｢

学
区
内
集
金｣

中
心
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

｢

受
益
者
負

担｣

で
あ
っ
た
と
表
現
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
の
で
あ
る
。

文
部
省
は
、
各
学
区
が
安
定
し
た
学
校
維
持
運
営
が
で
き
る
よ
う
、｢

学
区
内
集
金｣

以
外
に

｢

学
資
蓄
積｣

す
る
こ
と
を
求

め
た
。｢

小
学
委
托
金｣

を
受
給
す
る
条
件
と
し
て
報
告
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
項
目
の
一
つ
に
な
っ
た
の
で
、『

文
部
省
第
二
年
報』

(

明
治
七
年)

か
ら
、
各
府
県
そ
れ
ぞ
れ
の

｢

学
資
蓄
積
ノ
法｣

が
掲
載
さ
れ
る
。
集
め
た
資
金
を
貸
し
付
け
、
そ
の
利
子
を
蓄

積
し
て
い
く
方
法
が
多
い
。
す
で
に
明
治
二
年
、
京
都
市
中
で
番
組
小
学
校
が
設
立
さ
れ
た
際
に
、｢

小
学
校
永
続｣

と

｢

組
中

救
難
ノ
者
助
成｣

を
主
目
的
と
す
る

｢

小
学
校
会
社｣

の
設
立
が
許
可
さ
れ
て
い
た
が

(

�)

、
こ
の
よ
う
な
方
法
が
全
国
に
広
ま
っ
た

の
で
あ
る
。

例
え
ば
筑
摩
県
の
場
合
、
学
区
内
有
志
人
民
が
協
議
し

｢

貧
富
ニ
応
シ
相
当
ノ
資
金｣

を
出
資
す
る
が
、
そ
の
元
金
は
本
人
に

預
け
た
ま
ま
年
一
割
五
分
の
利
子
を
集
め
学
校
諸
費
に
充
て
、
す
で
に
管
内
合
計
で
資
金
一
〇
〇
万
円
に
達
し
、
他
方
、
現
実
に
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学
事
に
要
す
る
費
用
は
一
四
万
円
余
で
あ
る
と
い
う

(

�)

。
も
ち
ろ
ん
な
か
に
は
、
現
況
で
は
各
校
の
毎
月
の
経
費
す
ら
十
分
に
支
弁

す
る
こ
と
が
で
き
ず

｢

況
ン
ヤ
其
余
資
ヲ
積
立
ス
ル
ノ
法
ニ
於
テ
ヲ
ヤ｣

と
報
告
せ
ざ
る
を
え
な
い
県
も
あ
っ
た

(

�)

。

大
阪
府
は
、
明
治
一
〇
年
、
実
に
多
様
な
方
法
を
報
告
し
て
い
る
。

現
在
、
一
般
的
に
普
及
し
て
い
る
の
は
、
各
区
人
民
が
申
し
合
わ
せ
、｢

田
畑
家
宅
売
買｣

の
際
に
そ
の
価
格
の

｢

百
分

ノ
二
分
五
厘｣
を

｢
冥
加｣

と
し
て
、
そ
の
学
区
の
学
校
に

｢

寄
附｣

す
る
方
法
と
、｢

区
内
の
糞
価｣

を

｢

常
用
月
費｣

に

当
て
た｢

余
金｣

を
積
み
立
て
、
そ
れ
に｢

利
子｣

を
加
え
る
方
法
と
で
あ
る
。
こ
の
二
方
法
の
積
み
金
は
将
来
に
は｢

巨
額｣

に
な
る
は
ず
な
の
で
、
一
つ
に
纏
め
て

｢

学
校
資
本
ノ
銀
行｣

を
開
こ
う
と
い
う
議
論
も
あ
る
。
そ
の
他
に

｢

渡
橋
銭｣

、
田

畑
山
林
か
ら
の

｢

生
産
物｣
の

｢
益
金｣

、
池
沼
の

｢

魚
鳥｣

の
売
金
を
学
資
に
提
供
す
る
方
法
、
あ
る
い
は

｢

学
校
永
続
講｣

を
結
び
、
あ
る
い
は
有
志
の
醵
金
で

｢
人
力
車｣

を
購
入
貸
与
し
、
そ
の

｢

益
金｣

を
校
費
に
充
て
る
な
ど
の
方
法
が
あ
る

(

�)

。

明
治
九
年
一
〇
月
一
七
日
に
は
、
太
政
官
布
告
第
一
三
〇
号

｢

各
区
町
村
金
穀
公
借
共
有
物
取
扱
土
木
起
功
規
則｣

(

明
治
二

一
年
四
月
二
五
日
公
布
の
法
律
第
一
号

｢

市
制
町
村
制｣
で
廃
止)

に
よ
っ
て
、｢

区｣

や

｢

町
村｣

の

｢

共
有
ノ
地
所
建
物
等｣

の
売
買
、｢

土
木｣

の
起
工
に
関
す
る
ル
ー
ル
が
制
定
さ
れ
、
私
的
所
有
物
と
は
区
別
さ
れ
た

｢

共
有
物｣

と
い
う
概
念
が
規
定

さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
小
学
校
も

｢

学
区｣

の

｢

共
有
物｣
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

明
治
一
〇
年
の
神
奈
川
県
年
報
が
、｢

公
立
小
学
ノ
性
質
タ
ル
ヤ
各
人
民
ノ
共
有
ニ
属
セ
ル
ヲ
以
テ｣

と
述
べ
て
い
る
の
は
、

こ
の
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
年
報
は
、
し
た
が
っ
て

｢

其
維
持
法
資
本
金
徴
集
等｣

の
こ
と
な
ど
は
一
般
人
民
に
大

き
く
関
係
し
て
く
る
の
で
、
従
来
の

｢

有
名
無
効
ノ
会
議｣

は
廃
止
し
て

｢
町
村
総
代
人
兼
大
小
区
会
議
員｣

を
選
定
し
て

｢

実
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施
上
差
支
ナ
キ
ノ
会
議
ヲ
開
ク
ノ
見
込｣

で
あ
る
と
続
け
て
い
る

(

�)

。
ま
た
埼
玉
県
の

｢

学
資
方
法
及
出
納
方
法｣

に
よ
れ
ば
、

｢
公
立
小
学
校
校
費｣

は
各
学
区
人
口
一
人
金
一
七
銭
を
標
準
と
し
、
そ
の

｢

支
出
ノ
方
法
ハ
各
学
区
ノ
協
議
ニ
任
ス｣

こ
と
に

な
っ
て
い
た

(

�)

。

以
上
の
よ
う
に

｢

学
制｣

期
の
小
学
校
は
、｢

受
益
者
負
担｣

な
ど
と
い
う
個
人
的
努
力
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
は

決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
極
め
て
興
味
深
い
の
は
、｢

学
制
序
文｣

末
尾
の
指
令
を
受
け
て
全
国
各
地
の
地
方
官
が
出
し
た

｢

就
学

告
諭｣

で
あ
る
。
最
近
の
荒
井
明
夫
編

『

近
代
日
本
黎
明
期
に
お
け
る

｢

就
学
告
諭｣

の
研
究』

の
成
果
に
よ
れ
ば
、
個
人
の
私

的
な
利
益
の
た
め
に
個
人
が
授
業
料
を
払
う
と
い
う
考
え
方
を
乗
り
越
え
、
あ
る
い
は
批
判
し
、
学
校
や
教
育
を
社
会
的
利
益
の

た
め
の
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
の
維
持
に
つ
い
て
も
よ
り
共
同
的
な
も
の
に
す
る
告
諭
・
提
案
が
か
な
り
存
在
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
つ
ま
り
地
方
官
た
ち
は
、
個
人
的
な
利
益
を
強
調
す
る
就
学
奨
励
で
は
弱
い
と
考
え
、
あ
え
て

｢

学
制｣

に
抵
抗
し
て
国

家
や
朝
廷
を
表
面
に
出
し
、
あ
る
い
は
外
国
の
事
例
を
引
き
合
い
に
出
す
。
例
え
ば
愛
媛
県
告
諭

(

明
治
八
年
五
月
一
五
日)

は
、

｢

子
弟
の
教
育
は
家
々
の
私
事
人
々
の
随
意
す
る
所
に
非
す｣

｢

即
ち
我

日
本
帝
国
の
富
強
の
基
本
な
り｣

と
、
真
正
面
か
ら

｢

学
制｣

の
個
人
的
利
益
論
に
反
論
し
て
い
る
の
で
あ
る

(
�)

。

ま
た
和
歌
山
県
の
告
諭

(

明
治
五
年
一
一
月)

は
、｢
先
般
太
政
官
よ
り
御
布
告
の
通
り
、
学
問
の
旨
趣
ハ
人
々
自
ら
其
産
を

治
め
其
業
を
昌
に
す
る
の
本
に
し
て
、
日
用
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
の
急
務
な
れ
ば
他
人
の
力
を
化マ

マ

ら
ず
自
費
を
以
て
就
学
致
す
べ
き

は
勿
論
こ
れ
あ
り｣

と
、
一
応

｢

学
制｣

の
考
え
に
即
し
な
が
ら
も
、
就
学
は

｢

其
功
徳
た
だ
に
郷
里
に
及
ふ
の
み
な
ら
ず
、
又

国
恩
の
万
一
を
報
す
る｣

こ
と
に
も
な
る
の
で
、
有
志
の
輩
が
協
力
し

｢
先
つ
民
費
を
以
て
毎
区
一
二
ヶ
所
の
学
校
を
取
建｣

る

こ
と
を
勧
め
て
い
る

(

前
掲
書
、
五
一
七
頁)

。
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｢

固
ヨ
リ
学
校
ハ
人
材
成
立
ヲ
後
日
ニ
期
ス
レ
ハ
予
メ
校
費
ノ
基
立
ヲ
設
置
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス｣

と
学
校
の
公
共
的
性
格
を
論

じ
、
そ
の
理
由
と
し
て

｢

抑
モ
学
ハ
一
人
ノ
為
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
一
般
ノ
風
俗
ヲ
淳
良
ニ
シ
諸
業
ノ
繁
盛
ヲ
致
シ
テ
土
地
人
民
各
其
恩

沢
ヲ
蒙
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ｣

と
説
明
し
て
い
る
の
は
、
明
治
六
年
九
月
の
度
会
県

(

三
重
県)

告
諭
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
個
人
的

な

｢

受
益
者
負
担｣

の
原
則
な
ど
は
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
、｢

其
費
モ
亦
人
民
一
般
ヨ
リ
出
サ
ザ
ル
ヲ
得
ス｣

と
続

け
て
い
る

(
前
掲
書
、
五
〇
七
頁)

。

明
治
六
年
二
月
二
八
日
の
神
山

じ
ん
ざ
ん

県

(

愛
媛
県)

告
諭
も
同
様
に
、｢

抑
学
問
ハ
人
ノ
為
ニ
ア
ラ
ス
世
間
一
般
ノ
風
俗
ヲ
能
シ
商

工
ノ
繁
盛
ヲ
致
シ
テ
全
国
ノ
人
民
各
其
恩
沢
ヲ
蒙
ル
コ
ト
ナ
レ
ハ｣

と
、
度
会
県
と
同
様
の
言
葉
遣
い
で
学
問
の
社
会
的
効
果
を

説
明
し
、
し
た
が
っ
て

｢

其
費
モ
亦
人
民
一
般
ヨ
リ
償
フ
ヘ
キ
筈
ナ
リ｣

と
説
い
て
い
る

(

前
掲
書
、
五
三
一
頁)

。

青
森
県
の

｢

学
田
告
諭
書｣

(
明
治
一
〇
年
九
月)

は
、
学
費
の
各
自
父
兄
負
担
を
当
然
の
こ
と
と
し
つ
つ
も
、｢

一
小
学
区
即

ち
大
凡
百
戸
の
地
方
に
於
て
一
町
歩
程
を
学
田
と
定
め
一
ヶ
年
一
戸
多
き
は
六
日
少
き
は
二
日
の
労
役
を
厭
は
ず
協
力
同
心
励
精

従
事
し
相
互
に
他
学
区
他
村
に
劣
ら
ざ
る
様｣
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
学
校
田
の
設
置
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
目
的
は

｢

決
し
て
他

人
の
為
県
庁
の
為
に
非
ず
是
皆
各
自
各
村
各
家
生
業
繁
盛
の
基
礎
に
し
て
転
た
後
来
文
明
の
域
に
進
む｣

た
め
で
あ
っ
た
。
こ
れ

も
、｢

学
制｣

的
な
個
人
的

｢

受
益
者
負
担｣

の
考
え
方
と
は
言
え
な
い

(

前
掲
書
、
四
七
六
頁
〜
四
七
七
頁)

。

教
育
費
負
担
者
の
拡
大
が
短
期
間
に
実
施
さ
れ
た
事
例
に
広
島
県
が
あ
る
。
明
治
七
年
三
月
五
日
に

｢

月
謝｣

制
を
指
示
し
た

広
島
県
は
四
月
に
は

｢

受
業
料｣

と
改
称
し
た
が
、
さ
ら
に
六
月
に
は
、｢

貧
福
相
応
公
平
ノ
配
当
ヲ
以
毎
戸
ヨ
リ
学
資
金｣

の

寄
付
を
命
じ
る
こ
と
と
な
る
。
九
月
の
達
に
よ
れ
ば
、
何
人
子
ど
も
が
い
て
も

｢

無
謝
義｣

で
就
学
で
き
、
ま
た
子
ど
も
が
い
な

く
て
も
、
将
来
に
は

｢

家
ノ
為
身
ノ
為
ト
成
ル
ヲ
期
ス
ル
ノ
法｣

、
つ
ま
り

｢
其
区
々
々
民
庶
ノ
為
ニ
福
田
ヲ
買
フ
本
手
ヲ
与
フ

ル
趣
意｣

の
た
め
で
あ
り
、
こ
の
資
金
は
聊
か
も

｢

官
ノ
益｣

の
た
め
で
は
な
い
と
い
う

(

前
掲
書
、
二
九
八
頁)

。
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｢

最
も
自
然
に
学
制
布
告
書
を
解
釈
・
説
明
し
た
告
諭
が
、
実
は
最
も
珍
し
い｣
(

前
掲
書
、
二
三
二
頁)

と
分
析
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
政
府
の
地
方
官
に
よ
る

｢

就
学
告
諭｣

の
世
界
に
お
い
て
も
、｢

受
益
者
負
担｣

が
基
本
原
則
な
ど
に
は
な
っ
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四
｢

小
学
扶
助
金｣
に
関
連
す
る

｢

学
区
積
金｣

を
通
し
て
見
え
て
く
る
政
府
・
文
部
省
の
基
本
的
な
学
校
財
政
理
念
か
ら
も
、

｢

学
制｣

期
の
教
育
政
策
の
基
本
原
則
を

｢

受
益
者
負
担｣

と
表
現
す
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
理
由
が
説
明
で
き
る
。
こ
の
理
由

は
、
学
校
財
政
の
現
実
が

｢
設
置
者

(

学
区)

負
担｣

主
義
と
な
っ
て
い
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。

羽
田
貴
史
は

｢

学
制｣

の

｢
教
育
財
政
制
度
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か｣

と
問
題
提
起
し
、
こ
れ
を

｢

受
益
者
負
担｣

と

説
明
す
る

｢

定
説｣

の

｢

典
型
的｣
な
例
と
し
て

『

日
本
近
代
教
育
百
年
史
・
２』

を
挙
げ
批
判
し
て
い
た
。
し
か
し
同
書
は
既

述
の
よ
う
に
、
決
し
て

｢

受
益
者
負
担｣
だ
け
で
説
明
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。｢

学
制｣

公
布
時
の
政
府
の
国
家
イ
メ
ー
ジ
は
、

羽
田
自
身
が
言
う
よ
う
に

｢

未
確
定｣

で

｢

模
索
段
階｣

に
あ
り
、｢

学
制｣

に
は

｢

到
達
す
べ
き
目
標
と
現
実
に
迫
ら
れ
て
の

政
策
対
応
と
が
未
分
化
に
条
文
化
さ
れ｣

｢

虚
実
あ
い
含
む｣

状
態
な
の
で
あ
っ
た

(

�)

。
実
際
、｢

学
制｣

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
・

齟
齬
が
含
ま
れ
て
い
る

(

�)

。
し
か
し
、
た
と
え
一
方
で

｢

受
益
者
負
担｣

｢

受
業
料｣

負
担
を
説
き

(

学
制
序
文
、
第
八
九
章
但
書

な
ど)

、
他
方
で
学
校
設
立
・
保
護
費
用
の
責
任
組
織
と
し
て

｢
学
区｣

を
規
定
し
た
と
し
て
も

(

第
九
八
章)

、
そ
れ
は
必
ず
し

も
矛
盾
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
両
者
は
併
立
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
教
育
普
及
の
た
め
に

｢

府
県
ニ
委
托
シ
学
区
ヲ
助
ク

ル｣
(

第
九
九
章)

た
め
の
国
庫
補
助
金
も
ま
た
、
併
用
可
能
で
あ
る
。

こ
の
い
わ
ゆ
る

｢

小
学
委
托
金｣

は
、｢

民
力
ノ
及
ハ
サ
ル
所
ヲ
助
ク
ル｣
を
目
的
と
す
る
の
で

｢

尋
常
容
易｣

の
こ
と
に
は
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使
用
で
き
ず
、
専
ら

｢

小
学
ヲ
広
普
シ
テ
学
則
完
整
ナ
ラ
シ
ム
ル｣

た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
具
体

的
な
使
途
の
例
と
し
て
、
次
の
七
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

(

第
一
〇
〇
章)

。

(

一)
小
学
校
設
立
の
た
め
に

｢

学
区
積
金｣

の
一
部
を
援
助
し

｢

学
区｣

に
託
す
こ
と
。

(

二)
｢

学
区｣

が
貧
し
く
力
が
足
り
な
い
と
き
に
援
助
す
る
こ
と
。

(

三)

事
情
に
よ
り
小
学
教
師
を

｢

官｣

か
ら
派
遣
す
る
と
き
の

｢

給
俸｣

を
援
助
す
る
こ
と
。

(

四)

貧
困
生
徒
の

｢
受
業
料｣

を
一
部
援
助
す
る
こ
と
。

(

五)

完
全
な
学
校
を
設
置
す
る
た
め
の

｢

営
繕
等｣

の
費
用
を

｢

一
時
融
通｣

す
る
こ
と
。

(

六)
｢

器
械
書
籍
体
術
等｣
を
備
え
る
た
め
の
費
用
を

｢

一
時
融
通｣

す
る
こ
と
。

(

七)

学
区
取
締
の
給
料
の
一
部
を
援
助
す
る
こ
と
、
な
ど
。

第
一
〇
一
章
に
は

｢

委
托
金｣

の
内
か
ら

｢
五
分

(

�)｣

を
引
い
て

｢

別
ニ
備
ヘ
置
キ｣

、
師
範
学
校
で
教
育
を
受
け
た
者
が
将
来

小
学
校
の
教
師
に
な
っ
た
と
き
に
そ
の

｢

給
料｣

の
援
助
と
す
べ
し
と
の
規
定
も
あ
っ
た
。
そ
し
て

｢

此
俸
給
ハ
学
区
ニ
於
テ
弁

ス
ヘ
キ
ノ｣

で
は
あ
る
が
、
現
今
の
事
情
か
ら
暫
く
は

｢
官｣
が
援
助
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
の
但
書
き
も
あ
っ
た
。

一
部
を
援
助
し
た
り
一
時
融
通
し
た
り
す
る
の
は
、
す
べ
て

｢
学
区｣

に
対
し
て
で
あ
り
、｢

官
金
ヲ
以
テ
之
ヲ
助
ク
ル
モ
ノ

ハ
学
区
ヲ
助
ク
ル
モ
ノ
ナ
リ｣

と

(

第
九
八
章)

、
わ
ざ
わ
ざ
念
が
押
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て

｢

学
制｣

の
教
育
財
政
の
基

本
原
則
は
既
述
の
よ
う
に

｢

受
益
者
負
担｣

な
ど
で
は
な
く
、
設
置
者

(
学
区)

負
担
主
義
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

文
部
省
学
監
の
Ｄ
・
マ
レ
ー
は
、
そ
の

｢

東
京
府
下
公
学
巡
視
申
報｣

に
お
い
て
、
地
方
を
問
わ
ず
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
学
校
維
持
の

｢

通
則｣

と
し
て
、
次
の
三
つ
を
指
摘
し
て
い
た
。

①
児
童
の
教
育
で
先
ず

｢

利
益
ヲ
蒙
ル｣

の
は
父
母
で
あ
る
の
で
、｢

学
校
費
ノ
一
部｣

は
必
ず
父
母
が
負
担
す
る
の
が

｢

至

当｣
で
あ
る
。
②
児
童
に
教
育
を
受
け
さ
せ
る
の
は

｢

町
村
人
民
ノ
一
大
要
務｣

で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
他
人
の
子
女
で
あ

っ
て
も
、
そ
の

｢

不
徳
文
盲｣

は
自
分
に
も
損
害
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

｢

町
村
人
民
一
般｣

は

｢

若
干
ノ

税
金｣

を
出
し
て
教
育
費
を
弁
ず
る
の
が

｢

最
モ
緊
要｣

で
あ
る
。
③
中
央
・
地
方
の
政
府
は
、｢

管
内
児
童
ノ
教
育
事
業｣

を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
児
童
を
無
教
育
の
ま
ま
放
置
し
て
お
け
ば
、
つ
い
に

｢

人
民
社
会
ノ
災
害
ヲ
醸

成｣

す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
政
府
が
児
童
教
育
の
た
め
に

｢

財
ヲ
費
ス
ハ
大
ニ
理
財
ノ
道
ニ
通
シ
且
ツ
治
国
ノ
術
ニ

明
ナ
ル
モ
ノ｣

と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
し
て
マ
レ
ー
は

｢

此
三
者
善
ク
協
心
合
力
シ
テ
学
校
ヲ
維
持
ス
ル｣

こ
と
が
重
要
と
し
、
な
か
で
も

｢

学
事
上｣

不
可
欠
な

も
の
と
し
て
強
調
し
て
い
る
の
は

｢

学
区｣

の
制
度
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
学
校
の
管
理
を
学
区
内
の
人
民
に

｢

委
托｣

す
れ

ば

｢

皆
其
学
校
の
私
有
物
タ
ル
�
ヲ
了
得
シ
自
ラ
奮
起
シ
テ
金
銭
等
ヲ
寄
附
シ
以
テ
学
校
ヲ
維
持
ス
ル
ニ
至
ル｣

か
ら
で
あ
っ
た

(

�)

。

と
こ
ろ
で

｢

小
学
委
托
金｣

の
歴
年
変
化
や
そ
の
使
途
に
つ
い
て
は
す
で
に
い
く
つ
か
先
行
研
究
が
あ
る
が
、
本
稿
の
テ
ー
マ

と
の
関
連
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
一
部
を
積
み
立
て
る
こ
と
が
最
初
か
ら
命
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
前
記
の｢

学
制｣

条
文
で
再
確
認
し
て
み
る
と
、
ま
ず

｢

学
区
積
金｣

と
い
う
も
の
が
前
提
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
に
一
部
を
付
け
加
え
る
こ
と

(

第

一
〇
〇
章)

、
さ
ら
に

｢

委
托
金｣

の

｢

五
分｣

を

｢

別
ニ
備
ヘ
置
キ｣
、
将
来
の
師
範
学
校
卒
業
の
教
員
給
料
の
一
部
に
使
用
す

る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

(

第
一
〇
一
章)

。
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こ
の

｢

小
学
委
托
金｣

の
特
殊
な
性
格
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
先
行
研
究
は
、
国
立
教
育
研
究
所
編

『

日
本
近
代
教
育
百
年
史

・
２』

(

一
九
七
三
年)

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
大
蔵
省
も
特
別
の
扱
い
を
承
認
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
文
部
省
の
直
轄

学
校
費
で
は

｢

定
額
金｣

(

正
確
に
は

｢

常
費
金｣)

の
残
額
の
繰
越
し
使
用
や
蓄
積
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
に
比
べ
、｢

こ

の
委
托
金
は
か
な
り
大
幅
な
融
通
性
を
は
じ
め
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た｣

と
説
明
さ
れ
て
い
る

(

二
二
頁)

。

各
府
県
に
お
け
る

｢

小
学
委
托
金｣

の
多
用
な
使
い
道
に
つ
い
て
は
、
各
年
度

『

文
部
省
年
報』

の

｢

小
学
扶
助
委
托
金
配
当

ノ
法｣

欄
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
部
省
自
体
も
、
府
県
に
よ
っ
て

｢

小
学
委
托
金｣

の
使
途
は
異
な
り
、
ま
た
交
付

さ
れ
た

｢

全
額｣

を

｢
消
費｣

す
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
僅
か
に
一
、
二
割
を

｢

消
費｣

し

｢

残
余
ヲ
蓄
積
ス
ル
等｣

も
あ
っ
て

｢

処
分｣

が
一
貫
し
て
い
な
い
現
実
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
た
だ

｢

公
税｣

を

｢

分
割｣

す
る
も
の
な
の
で

｢

空
ク
消
費｣

し
た
り

｢

徒
ニ
蓄
積｣

す
べ
き
で
な
い
と
も
警
告
し
て
い
る

(

�)

。

｢

小
学
委
托
金｣

に
関
す
る
各
府
県
問
合
せ
に
対
す
る
文
部
省
指
令
を
み
る
と
、
一
部
を
県
庁
に
お
い
て
積
み
立
て
る
こ
と
は

不
可
で
あ
っ
た
が
、
各
小
学
校
で
積
み
立
て
る
こ
と
は
可
で
あ
っ
た

(

�)

。
各
学
校
の

｢

資
本
金｣

と
し
て
一
部
を
積
み
立
て
る
こ
と

も
、
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
っ
た

(

�)

。

で
は
残
金
が
出
た
場
合
に
、
そ
れ
を
も
積
み
立
て
て
い
く
こ
と
が
許
さ
れ
た
か
の
か
ど
う
か
。
も
し
許
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

予
定
さ
れ
た
一
部
を
積
み
立
て
る
以
上
に

｢

小
学
委
托
金｣
へ
の
自
由
裁
量
権
が
高
ま
る
わ
け
で
、
そ
れ
だ
け
教
育
財
政
責
任
主

体
と
し
て
の

｢

学
区｣

の
主
体
性
・
自
立
性
が
よ
り
積
極
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、｢

学
制｣

の
教

育
財
政
の
基
本
原
則
を
確
認
す
る
う
え
に
お
い
て
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

文
部
省
は

｢

小
学
委
托
金｣

残
余
金
の
積
み
立
て
を
行
な
う
府
県
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め

｢

徒
ニ
蓄
積｣

す
べ
き
で
な
い
と

考
え
て
い
た
が

(

既
出)

、
実
際
、
早
く
も

『

文
部
省
第
二
年
報』

(

明
治
七
年)
の
段
階
で
、
足
柄
県
、
岐
阜
県
、
島
根
県
、
山
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口
県
、
三み

潴づ
ま

県

(

福
岡
県)

、
新
潟
県
、
磐
前

い
わ
さ
き

県

(

福
島
県)

の
七
県
が
、｢

積
金｣
｢

蓄
積｣

を
報
告
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
新

潟
県
は
、｢

人
民
ノ
情
願｣

に
よ
っ
て

｢

全
数｣

を
銀
行
に
預
け
、
そ
の
利
子
を

｢

必
須
ノ
画
策
或
ハ
講
習
所
ノ
費
用｣

に
充
当

し

｢
別
ニ
配
当
セ
ス｣

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
各
小
学
校
へ
は
ま
っ
た
く
配
布
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る

(

前
掲
書
、
二
八

八
頁)
。

｢

小
学
補
助
金｣

(

明
治
一
〇
年
に
改
称)

の
剰
余
金
で

｢

公
債
証
書｣

を
購
入
し
て
も
よ
い
か
と
の
和
歌
山
県
伺

(

明
治
一

二
年
三
月
三
日)
に
対
し
て
は
、
剰
余
金
が
あ
れ
ば

｢

小
学
校
ヘ
配
布｣

す
べ
し
と
不
許
可
の
指
令

(

四
月
三
〇
日)

が
出
さ
れ

て
い
る
が

(

�)

、
し
か
し
他
の
事
例
か
ら
し
て
、
各
小
学
校
で
購
入
す
る
の
な
ら
認
め
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

現
実
に
東
京
府
は
、｢

剰
余｣
が
生
じ
た
場
合
は

｢

学
資
積
金
ニ
充
テ
利
子
生
殖
ノ
方
法｣

を
設
け
る
と
定
め
、
ま
た
①
府
下

一
般
に
関
す
る

｢

学
資｣

(

府
庁
が
｢
管
理｣)

と
②
一
校
だ
け
の

｢

学
資｣

(｢

人
民
之
ヲ
負
担｣)

の
二
種
類
の

｢

学
資｣

の

｢

蓄
積
ノ
法｣

に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

①

｢

人
民
ノ
共
有
金
十
万
円
余｣

か
ら
生
ま
れ
る

｢

利
子｣

と
、
毎
年
の

｢

学
費
残
余

(

文
部
省
小
学
補
助
金
モ
亦
此
中
ニ

ア
リ)｣

の
金
額
と
を
合
わ
せ
て
銀
行
に
貸
付
け
、
あ
る
い
は

｢

公
債
証
書｣

に
換
え
て

｢

利
子
を
生
殖
セ
シ
ム｣

。
②
文
部
省

小
学
補
助
金
、
区
内
集
金
、
生
徒
受
業
料
の

｢

残
余｣
、
有
志
者
の
寄
付
金
を
銀
行
等
に
貸
付
け
、
あ
る
い
は

｢

公
債
証
書｣

に
換
え
、
ま
た
地
所
家
屋
を
購
入
し
て

｢

地
代
家
賃｣

を
収
め
て

｢

利
子
ヲ
生
殖
セ
シ
ム

(

�)｣

。

｢

学
制｣

立
案
過
程
に
お
い
て
小
学
校
へ
の
補
助
金
が
必
要
な
こ
と
を
主
張
す
る
文
部
省
内
部
文
書
は
、
す
で
に
補
助
金
の
特

殊
な
性
格
に
つ
い
て

｢

固
ヨ
リ
各
庁
衙
ノ
費
額
ト
異
種
ノ
モ
ノ｣

で
あ
り
、
各
学
校
に
お
い
て

｢

適
宜
流
用
ノ
自
由｣

を
有
し
、
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た
と
え
そ
の
年
度
で

｢

若
干
ノ
残
余
ヲ
生
ス
ル
モ
之
ヲ
納
付
セ
シ
ム
ル
ヲ
要
セ
ス｣

と
認
識
し
て
い
た

(

�)

。

と
こ
ろ
で

｢

小
学
委
托
金｣

残
余
金
の
積
立
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
重
要
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
の

が
、
前
出
の
羽
田
貴
史

｢

明
治
前
期
官
立
学
校
財
政
政
策
の
展
開｣

で
あ
る
。
同
論
文
は

｢

小
学
委
托
金｣

に
関
す
る
も
の
で
は

な
い
が
、
文
部
省
直
轄
学
校
費
を
め
ぐ
っ
て
文
部
省
と
大
蔵
省
と
の
間
で
継
続
さ
れ
た
激
し
い
対
立
に
つ
い
て
、
詳
細
に
は
初
め

て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
文
部
省
は
、
学
校
と
い
う
の
は
独
自
の
財
源
を
持
ち
財
政
的
に
独
立
す
べ
き
で
あ
る
と

い
う
考
え
方
で
、
も
し
直
轄
学
校
予
算
に
残
金
が
生
ま
れ
た
と
き
は
積
み
立
て
て
行
く
べ
き
だ
と
主
張
し
、
会
計
原
則
か
ら
返
納

を
求
め
る
大
蔵
省
と
対
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
文
部
省
直
轄
学
校
の
収
入
金
を
大
蔵
省
へ
上
納
す
る
こ
と
を
求
め
ら

れ
た
文
部
省
は
、
木
戸
孝
允
文
部
卿
名
で
明
治
七
年
二
月
七
日
、
次
の
よ
う
に
例
外
を
求
め
て
い
る
。
学
校
と
は
要
す
る
に

｢

一

種
ノ
資
本
金｣

を
得
て
順
次

｢
官
助｣

を
免
れ

｢

独
立
保
続｣

で
き
る
よ
う
に
す
る
の
が

｢

学
制
之
主
意｣

で
あ
る
の
で
、
従
来

通
り
に
本
省
へ

｢

御
委
托｣

願
い
た
い
と

(
�)

。

本
稿
に
関
し
て
は
重
要
な
の
は
、
羽
田
貴
史
が
明
ら
か
に
し
た
文
部
省
に
よ
る
直
轄
学
校
財
政
独
立
論
は
、
実
は
小
学
校
な
ど

に
も
当
て
は
ま
り
、
む
し
ろ
小
学
校
を
中
心
に
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
直
轄
学
校
残
余
金
の
積
金
を
願
う
主
張
が
否
決
さ
れ
た
際
の
文
部
省
の
反
論
草
案
と
推
定
さ
れ
る
あ
る
文
書
は
、

｢

今
政
府
…
…
他
日
純
然
タ
ル
学
校
ノ
真
面
目
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ノ
計
ヲ
以
テ
此
措
置
ヲ
再
議
シ
其
余
金
ハ
期
年
ニ
シ
テ
還
付
ス
ル

ニ
及
ハ
ス
収
入
金
ハ
納
付
セ
サ
ラ
ン
ヲ
評
定
ア
ラ
ン
�
切
ニ
企
望
ス
ル
所
ナ
リ｣

と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
文
書
は
、
学

校
一
般
の

｢

補
助
金｣

に
つ
い
て

｢

他
日
必
独
立
シ
テ
其
資
ヲ
官
幣
ニ
仰
カ
サ
ル
ノ
期｣

が
来
る
こ
と
を
願
う
一
時
の
止
む
を
得

な
い

｢

仮
法｣

で
あ
る
と
論
じ
て
お
り
、
直
轄
学
校
だ
け
を
特
別
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

(

�)

。

明
治
八
年
七
月
三
一
日
、
田
中
不
二
麿
文
部
少
輔
は

｢

学
校
資
本
金
之
儀
ニ
付
具
陳｣

を
三
條
太
政
大
臣
に
提
出
し
、
学
校
は
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次
第
に

｢

官
助｣

を
免
れ
将
来
に

｢

独
立
之
実｣

を
得
る
よ
う
に
す
べ
き
な
の
で
、｢

直、
轄、
各、
学、
校、
ニ、
於、
テ、
モ、
寄
附
献
金
等
各
種

之
資
金｣

を
収
集
し
、
一
時
経
費
に
余
裕
が
生
ま
れ
た
と
き
は

｢

公
債
証
書
其
他
確
実
之
証
券
ヲ
獲
テ
之
ヲ
貸
付｣

な
ど
し
て

｢

資
本
ヲ
殖
成｣

し
、｢

将
来
学
校
維
持
之
目
途
ニ
背
カ
サ
ル
様
処
分｣

す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る

(

傍
点
筆
者

(

�))

。
こ
こ

で

｢

直
轄
各
学
校
ニ
於
テ
モ｣

と
あ
る
の
は
、
小
学
校
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
と
い
う
意
味
に
理
解
で
き
る
。

学
校
が

｢
官
助｣

か
ら
離
れ

｢

独
立
保
続｣

で
き
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
財
政
的
に
独
立
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
が

｢

学
制
之
主

意｣

で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
当
時
の
文
部
省
文
書
に
し
ば
し
ば
出
て
く
る
。
具
体
的
に
は

｢

学
制｣

の
ど
の
条
文
が
意
識
さ
れ

て
い
た
の
か
。
直
轄
学
校
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
第
九
八
章
中
の
次
の
条
文

(

既
出)

は
、
学
区
の
財
政
的

独
立
を
含
意
し
て
い
る
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。

｢

凡
学
校
ヲ
設
立
シ
及
之
ヲ
保
護
ス
ル
ノ
費
用
ハ
中
学
ハ
中
学
区
ニ
於
テ
シ
小
学
ハ
小
学
区
ニ
於
テ
其
責
ヲ
受
ク
ル
ヲ
法
ト
ス｣

｢

故
ニ
官
金
ヲ
以
テ
之
ヲ
助
ク
ル
モ
ノ
ハ
学
区
ヲ
助
ク
ル
モ
ノ
ナ
リ｣

ま
た
文
部
・
大
蔵
両
省
間
の
論
争
渦
中
に
お
い
て
は

｢
小
学
委
托
金｣

の
こ
と
が
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
、
直
轄
学
校
費
残

余
金
も

｢

小
学
委
托
金｣

と
同
様
に
と
、
論
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
明
治
七
年
五
月
一
三
日
に
木
戸
文
部
卿
は
、

三
條
太
政
大
臣
宛

｢

諸
学
校
常
費
金
残
金
据
置
之
儀
伺
書｣
の
中
で
、｢

当
省
残
余｣

の
分
を

｢

返
納｣

す
る
の
は
当
然
で
あ
る

が
、
諸
学
校
の
分
は

｢

府
県
委
托
金｣

同
様
に

｢

年
末
残
金
之
分
ハ
其
儘
翌
年
之
学
資
ニ
支
消｣

で
き
る
よ
う
に
し
た
い
と
訴
え

(

�)

、

田
中
不
二
麿
文
部
少
輔
も
同
年
六
月
二
八
日
、｢

小
学
委
托
金｣

同
様
に

｢
残
金｣

を

｢

翌
年
之
学
資
ニ
充
用｣

し
た
い
と
三
條

に
伺
い
を
立
て
て
い
る

(

�)

。
こ
の

｢

小
学

(

府
県)

委
托
金｣

同
様
に
と
い
う
表
現
が
何
度
も
使
わ
れ
て
お
り
、
既
述
の

｢

学
制｣
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立
案
期
の
内
部
文
書
も
示
す
よ
う
に
、
文
部
省
首
脳
は

｢

小
学
委
托
金｣

の
残
余
金
を
学
区
の
学
校
資
金
と
し
て
積
み
立
て
て
い

く
こ
と
は
当
然
の
こ
と
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
大
蔵
省
は
ど
う
か
。
大
隈
重
信
大
蔵
卿
は
明
治
七
年
八
月
一
五
日
、
文
部
省
見
解
へ
の
反
論

｢

文
部
省
諸
学
校
補
助
金
名

義
並
計
算
之
儀
ニ
付
上
申｣

を
三
條
太
政
大
臣
に
出
し
、
そ
の
中
で

｢

委
托
金｣

と
い
う
の
は
人
口
を
計
算
し
五
年
を
一
期
と
し

て
そ
の
間
は｢
委
托｣

す
る
も
の
な
の
で｢

或
ハ
積
蓄
シ
或
ハ
散
布
ス
ル
各
地
区
々
適
宜
ニ
委
セ
尋
常
之
額
金
ト
少
シ
ク
異
ナ
リ｣

、

し
た
が
っ
て
直
轄
諸
学
校
補
助
金
と
同
列
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
大
隈
の
反
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
太
政
官
左

院
は
、
明
治
七
年
九
月
七
日
、
文
部
省
の
願
い
を
採
用
し
て
、｢

学
校
補
助
金
之
義
ハ
別
段
詮
議
ヲ
以
文
部
省
ヘ
委
任
候
儀
ニ
付

先
般
相
達
候
通
小、
学、
校、
委、
托、
金、
同、
様、
処
分
可
致
事｣

と
指
示
し
た
の
で

(

傍
点
筆
者)

、
大
隈
は
九
月
二
三
日
、
太
政
大
臣
に

｢

再
上
申｣

し

｢

小
学
委
托
金｣
の
特
殊
性
を
訴
え
た

(

�)

。

太
政
官
左
院
の
上
記
指
令
は
明
治
八
年
一
二
月
に
撤
回
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
文
部
省
だ
け
で
は
な
く
大
蔵
省
も
太
政
官
左

院
も
、｢

小
学
委
托
金｣

の
独
自
の
性
格
、
ひ
い
て
は
学
校
財
政
責
任
主
体
と
し
て
の
学
区
の
自
立
性
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
時
の
文
部
省
の
直
轄
諸
学
校

｢
独
立
政
策｣

に
つ
い
て
羽
田
貴
史
が
、｢

学
問
・
教
育
の
独
立
及
び
自
由
を
含
意

す
る
と
ま
で
言
い
が
た
い｣

と
注
意
し
て
い
る
こ
と
は

(
前
掲
論
文
、
四
一
頁)

、
小
学
校
に
対
し
て
も
も
ち
ろ
ん
該
当
し
た
と

言
え
よ
う
。
い
く
ら
木
戸
文
部
卿
が
学
校
の
独
立
を
主
張
し
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
政
府
か
ら
の

｢

学
問
・
教
育
の
独
立
及
び

自
由｣

を
願
っ
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。

(

�)

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、｢

学
制｣

期
の
文
部
省
に
よ
る
学
校
財
政
独
立
政
策
と
は
、
い
っ
た
い
何
の
た
め
で
あ
っ
た
の
か
。

そ
の
答
え
は
、
順
次｢

官
助｣

を
免
れ｢

独
立
保
続｣

で
き
る
よ
う
に(
既
出

(

�))

、｢

他
日
必
独
立
シ
テ
其
資
ヲ
官
幣
ニ
仰
カ
サ
ル｣

(

既
出

(

�))

、
に
あ
っ
た
。
学
校
経
営
は

｢

学
校
資
本｣

内
で
支
弁
し
、
た
と
え

｢
官
助
ノ
欠
乏
ス
ル
モ｣

人
民
教
育
に

｢

退
歩｣

が
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生
じ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば

｢

教
育
普
及
ノ
基
礎｣

が
立
た
な
い
と
言
う
文
部
省
の
主
張
は

(

�)

、
教
育
費
を
政
府
に
依
存
す
る
な

と
い
う

｢

学
制｣

の
趣
旨
か
ら
生
ま
れ
て
い
た
。
国
庫
補
助
金
で
あ
る

｢

小
学
委
托
金｣

が
徐
々
に
減
額
さ
れ
、
や
が
て
廃
止
さ

れ
た
と
し
て
も
、
各
学
区
が
責
任
を
も
っ
て
学
校
の
維
持
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め

｢

学
資
蓄
積｣

や

｢

委
托
金｣

の
積
み
立

て
が
要
求
さ
れ
、｢

生
徒
受
業
料
及
寄
附
献
金
等
ヲ
以
テ
学
校
資
金
ノ
本
位
ト
ナ
シ
終
ニ
官
助
ヲ
免
カ
ル
ゝ
ノ
方
法｣

を
確
立
す

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る

(

�)

。

既
出
の
学
監
マ
レ
ー

｢

申
報｣

(

明
治
一
一
年)

も
、｢

学
校
維
持
法｣

の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て

｢

学
資
金
積
立｣

の
重
要
性
を
指

摘
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
を
マ
レ
ー
は
、｢

積
金｣

が
増
加
し
て
い
く
に
連
れ
て

｢

学
税｣

の
額
は
減
少
し
、
同
時
に
学
校
も

｢

善
良｣

に
な
る
し
、
さ
ら
に

｢
国
家
ノ
財
政
困
難｣

ま
た

｢

国
政
上
ノ
騒
乱｣

に
際
し
て
学
校
維
持
の
費
用
が
全
く

｢

壅よ
う

塞そ
く｣

し
た
時
で
も
、
こ
の

｢

確
実
ナ
ル
積
金｣

が
あ
れ
ば
依
然
と
し
て
学
校
の

｢

保
続｣

が
で
き
る
と
説
明
し
て
い
る

(

�)

。

｢

小
学
補
助
金｣

が
大
幅
に
減
額
さ
れ
た
明
治
一
〇
年
度
の

｢

府
県
公
学
費
歳
入｣

(

全
国
総
計)

に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
を

再
度
確
認
し
て
お
く

(

百
円
の
桁
で
四
捨
五
入)
。

前
年
ヨ
リ
越
額

一
〇
一
・
一
万
円

(

一
五
・
一
％)

学
区
内
集
金

二
六
八
・
八
万
円

(

四
〇
・
一
％)

寄

付

金

七
三
・
七
万
円

(

一
一
・
〇
％)
生
徒
受
業
料

三
九
・
三
万
円

(

五
・
九
％)

文
部
省
補
助
金

五
四
・
六
万
円

(

八
・
一
％)
積
金
利
子

八
二
・
七
万
円

(

一
二
・
三
％)

諸

入

金

五
〇
・
一
万
円

(

七
・
五
％)

総

計

六
七
〇
・
二
万
円

(

�)
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｢

積
金
利
子｣

が

｢

受
業
料｣

｢

補
助
金｣

よ
り
は
る
か
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た

｢

受
業
料｣

｢

補
助
金｣

以

外
は
す
べ
て
学
区
の
責
任
に
お
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
実
に
八
六
％
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
理
由
で
、｢

学
制｣

の
基

本
原
則
が

｢

受
益
者
負
担｣

で
あ
っ
た
と
説
明
す
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
適
切
で
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
同
年
の

｢

府
県
公
学
校

所
有
品
統
計
表｣

の

｢

学
校
積
金｣

全
国
合
計
は
七
五
二
・
一
万
円
で
、
土
地
・
家
屋
な
ど
を
含
め
た

｢

所
有
品｣

価
額
全
国
合

計
は
一
二
九
六
・
九
万
円
と
な
っ
て
い
る

(

�)

。｢

小
学

(

委
托)

補
助
金｣

八
年
半
の
間
の
総
計
は
四
〇
一
・
七
万
円
で
あ
っ
た
。

そ
の
一
部
も
蓄
積
さ
れ
て
、｢

積
金｣

は
大
き
く
成
長
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

｢

小
学
扶
助
金｣

は
、
明
治
一
〇
年
二
月
一
七
日
の
文
部
省
達
第
一
号
で

｢

小
学
補
助
金｣

と
改
称
さ
れ
た
。
そ
れ
に
は
、
西

南
戦
争
勃
発
に
絡
む
緊
縮
財
政
の
必
要
か
ら
、
国
庫
で
地
方
小
学
教
育
費
を

｢

分
担｣

す
る
こ
と
か
ら
単
に

｢

補
助｣

す
る
こ
と

に
変
更
し
た
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
と
い
う

(

�)

。
そ
し
て
同
じ
日
、
文
部
省
自
ら
が
、
前
年
の

｢

小
学
補
助
金｣

七
〇
万
円
を
四
二

・
五
万
円
に
減
額
す
る
提
案
を
し
、
認
め
ら
れ
る

(

�)

。
そ
の
後
も
二
年
間
に
わ
た
っ
て
さ
ら
に
減
額
さ
れ
、
明
治
一
四
年
六
月
で
も

っ
て
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
学
監
マ
レ
ー
が
述
べ
て
い
た

｢

国
家
ノ
財
政
困
難｣

｢

国
政
上
ノ
騒
乱｣

は
、
西
南
戦
争
勃
発
と

符
合
し
て
い
た
。

｢

小
学
補
助
金｣

の
廃
止
は
、｢

改
正
教
育
令｣
案
か
ら
小
学
補
助
金
規
定
が
削
除
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
が
、
そ
の
背
後
に
大

隈
重
信
参
議
・
大
蔵
卿
の
明
治
一
三
年
五
月

｢

理
財
ニ
関
ス
ル
建
議｣

(

四
項
目
の
一
つ
が
小
学
補
助
金
廃
止
、
代
わ
り
に
工
芸

学
校
新
設
費
補
助)

、
河
野
敏
鎌
文
部
卿
に
よ
る
小
学
補
助
金
の

｢
実
業
職
工
学｣

や
道
徳
の
奨
励
、｢

教
員
退
養
料｣

な
ど
へ
の

｢

転
用｣

論
が
存
在
し
た

(

�)

。

し
か
し
文
部
省
か
ら

｢

学
校
ニ
積
金
ア
ル
ハ
其
基
礎
ヲ
固
ク
ス
ル
第
一
着
ノ
方
策

(

�)｣

と
評
価
さ
れ
て
い
た

｢

学
区
積
金｣

は
残

っ
て
い
く
。
こ
の

｢

積
金｣

に
つ
い
て
、
明
治
一
四
年
頃
か
ら

｢

郡
長
ら
の
官
僚
的
な
管
理
・
統
制｣

が
始
ま
り
、
一
八
年
に
は
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｢

全
国
的
に
激
減
し
た｣

と
の
解
説
が
あ
る
の
で

(

�)

、
そ
の
後
に
触
れ
て
お
こ
う
。

｢

積
金｣

は
年
々
増
加
し
、
明
治
一
七
年
度
の
全
国
合
計
は
九
二
五
・
八
万
円
と
な
っ
た
が

(

土
地
・
家
屋
な
ど
を
含
め
た

｢

所
有
品｣

総
額
二
三
八
九
・
六
万
円)

、
明
治
一
八
年
度
に
は
七
五
六
・
五
万
円

(｢

所
有
品｣

総
額
二
一
五
九
・
一
万
円)

に

減
少
し

(｢
激
減｣

か
ど
う
か
は
別
に
し
て)

、
そ
の
後
も
漸
減
し
て
い
く
。
し
か
し

｢

積
金｣

(

現
金)

だ
け
で
は
判
断
で
き
な

い
。｢

所
有
品｣
総
額
は
明
治
二
一
年
度
か
ら
漸
増
し
始
め
、
明
治
二
七
年
度
に
は

｢

資
産｣

の
う
ち
の

｢

積
金｣

こ
そ
五
三
九

・
二
万
円
で
あ
る
が
、｢

資
産｣

全
体
額
は
二
四
五
四
・
八
万
円
と
な
り
、
明
治
一
七
年
度
を
上
回
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
な

お
「
積
金
」
の
最
多
は
新
潟
県
の
一
〇
二
・
〇
万
円
、
次
い
で
千
葉
県
の
五
〇
・
五
万
円
、
京
都
府
の
三
三
・
〇
万
円
、
静
岡
県

の
三
〇
・
八
万
円
で
あ
る

(

�)
。

明
治
二
八
年
度
か
ら
は

｢

学
校
基
本
財
産｣

と
い
う
範
疇
が

｢

資
産｣

の
中
に
独
立
し
て
設
け
ら
れ
た
。
同
年
度
の
そ
の

｢

金

額｣
(

現
金)

は
四
六
一
・
七
万
円
、
土
地
・
家
屋
な
ど
を
含
め
た
総
額
は
八
七
三
・
七
万
円
で
、
前
年
度
の
半
分
以
下
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は

｢

資
産｣

の
中
の

｢
学
校
基
本
財
産｣

の
み
の
額
な
の
で
、
前
年
度
ま
で
の

｢

資
産｣

と
単
純
な
比
較

は
で
き
な
い
。

な
お
明
治
二
二
年
二
月
二
一
日
公
布
の｢

会
計
法｣
第
四
条
で
は
、｢

各
官
庁
ニ
於
テ
ハ
法
律
勅
令
ヲ
以
テ
規
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ヽ

外
特
別
ノ
資
金
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス｣

と
規
定
さ
れ
た
。
学
校
の
基
本
財
産
が
そ
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、

小
学
校
財
政
を
で
き
る
だ
け
国
庫
か
ら
切
り
離
し
て

｢

独
立｣
さ
せ
よ
う
と
す
る
政
府
の
政
策
が

｢

学
制｣

後
も
継
続
し
、｢

勅

令
法
律｣

上
の
根
拠
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
明
治
一
九
年

｢

小
学
校
令｣

は

｢

小
学
校
資
金｣

｢

小
学
校
ニ
属
ス
ル

資
産｣

に
関
す
る
条
文
を

(

第
一
〇
条
、
第
一
一
条)

、
明
治
二
三
年

｢
地
方
学
事
通
則｣

(

法
律)

も
ま
た

｢

学
校
基
本
財
産｣

に
関
す
る
条
文

(

第
九
条)

を
設
け
て
い
た
の
で
あ
る

(

�)

。
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ま

と

め

本
稿
に
お
い
て
は
、｢

学
制｣

の
教
育
費
政
策
の
基
本
は

｢

受
益
者
負
担｣

で
あ
る
と
説
明
す
る

｢

通
説｣

、
お
よ
び
そ
れ
へ
の

批
判
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
、
主
と
し
て
以
下
の
七
点
を
論
じ
た
。

一

現
代
の
概
念
で
あ
る

｢

受
益
者
負
担｣

を

｢

学
制｣

に
適
用
す
る
こ
と
は
非
歴
史
的
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
し
か
し
、

す
で
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の

『

国
富
論』

(

一
七
七
六
年)

に
お
い
て

｢

受
益
者
負
担｣

の
思
想
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
し
か

も
そ
れ
は

｢

教
育｣

に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
現
在
の
財
政
学
で
は
、｢

受
益
者
負
担｣

は

｢

税
負
担｣

の
対
概
念
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
る
。

二

｢

受
益
者
負
担｣

原
則
の
法
的
意
味
は
、
あ
る
特
定
の
個
人
が
準
公
共
的
な
事
業
に
よ
っ
て

｢

特
別
の
利
益｣

を
受
け
る
場

合
に
は
、
そ
の
特
定
の
個
人
に

｢

利
益
の
範
囲
内｣

で
費
用
の
一
部

(

ま
た
全
部)

を
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
の
二
点

で
あ
る
。

三

｢

学
制
序
文｣

に
は
、｢

学
問
・
学
校
は
個
人
的
利
益
の
た
め｣

｢

教
育
費
を
国
家
に
依
存
す
る
な｣

と
い
う
考
え
は
あ
る
が
、

｢

受
益
者
が
負
担
せ
よ｣

と
い
う
主
張
は
な
い
。｢

学
制｣
本
文
に
お
け
る
教
育
費
政
策
の
基
本
原
則
は
設
置
者

(

学
区)

負
担

で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は

｢

受
益
者
負
担｣

と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
条
文
に
は
授
業
料
規
定
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、｢

学

制｣

に
は

｢

受
益
者
負
担｣

の
側
面
も
含
ま
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を

｢

学
制｣

の
基
本
原
則
で
あ
る
と
説
明
す
る
の

は
妥
当
で
は
な
い
。

四

｢

学
制｣

は

｢

受
益
者
負
担｣

の
側
面
を
含
ん
で
は
い
る
が
、
し
か
し
近
代
経
済
学
的
に
は
イ
ビ
ツ
な

｢

受
益
者
負
担｣

で
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あ
り
、
あ
く
ま
で
政
府
・
文
部
省
の
側
か
ら
の
勝
手
な
考
え
で
あ
る
。
教
育
へ
の

｢

受
益
者
負
担｣

の
導
入
に
は
多
く
の
無
理

が
あ
り
、
そ
れ
は
現
代
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。

五

現
実
の
学
校
財
政
は
学
区
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
、
授
業
料
の
占
め
る
割
合
は
極
め
て
小
さ
か
っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
、

｢

学
制｣
を

｢

受
益
者
負
担｣

で
説
明
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
。

六

各
府
県
地
方
官
た
ち
に
よ
る

｢

就
学
告
諭｣

に
は
、
学
問
・
学
校
は

｢

個
人
的
利
益
の
た
め｣

と
い
う

｢

学
制｣

の
考
え
方

を
批
判
し
て
学
問
・
学
校
の
社
会
的
意
義
を
強
調
し
、
学
校
維
持
を
よ
り
共
同
的
・
公
共
的
に
考
え
る
も
の
も
多
か
っ
た
。

｢

受
益
者
負
担｣

は
、
政
府
の
地
方
官
た
ち
に
よ
っ
て
さ
え
も
基
本
理
念
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

七

政
府
・
文
部
省
は
、
学
区
に
よ
る
積
金
、
学
区
の
財
政
的
独
立
を
重
視
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は

｢

教
育
費
を
国
庫
に
依
存
す

る
な｣

と
い
う

｢

学
制｣

の
教
育
財
政
理
念
を
実
現
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
暫
定
的
な
補
助
金
で
あ
る

｢

小
学
委
托
金｣

は
、

明
治
一
四
年
度
で
廃
止
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、｢

学
制｣

の
基
本
原
則
は

｢

受
益
者
負
担｣

で
は
な
く

｢

設
置
者
負

担｣

で
あ
っ
た
。

注

(

�)

井
深
雄
二

｢

教
育
費
政
策
と
受
益
者
負
担
論｣

鈴
木
英
一
編

『

教
育
改
革
と
教
育
行
政』

勁
草
書
房
、
一
九
九
五
年
、
四
三
一
頁
。

井
深
雄
二

『

近
代
日
本
教
育
費
政
策
史
―
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
政
策
の
展
開
―』

勁
草
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
三
四
〇
頁
。
以
下

の
引
用
頁
数
は
同
書
か
ら
。

(

�)

国
立
教
育
研
究
所
編

『

日
本
近
代
教
育
百
年
史
・
２』

一
九
七
三
年
、
三
頁
〜
四
頁
。

(

�)

中
島
太
郎

『

教
育
財
政』

岩
崎
書
店
、
一
九
五
五
年
。

(

�)

黒
崎
勲

『

公
教
育
費
の
研
究』

青
木
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
二
九
頁
。
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(

�)

井
深
雄
二
、
前
掲
書
、
三
四
一
頁
、
三
四
五
頁
。

(

�)

田
原
宏
人

『

授
業
料
の
解
像
力』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
、
五
三
頁
。

(
�)

中
島
太
郎
、
前
掲
書
、
五
六
頁
。
平
原
春
好

『

日
本
教
育
行
政
研
究
序
説』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
、
一
〇
一
頁
。

『
世
界
教
育
史
大
系
・
29

(

教
育
財
政
史)』

講
談
社
、
一
九
七
六
年
、
七
四
頁
。
伊
ヶ
崎
暁
生
・
三
輪
定
宣

『

教
育
費
と
教
育
財
政』

総
合
労
働
研
究
所
、
一
九
八
〇
年
、
一
九
六
頁
な
ど
。

(

�)

井
深
雄
二
、
前
掲
書
、
三
四
二
頁
。

(

�)
｢

明
治
前
期
官
立
学
校
財
政
政
策
の
展
開｣

『

日
本
の
教
育
史
学』

三
九
集
、
一
九
九
六
年
、
二
九
頁
。

(

�)

井
深
雄
二
、
前
掲
書
、
三
四
二
頁
。

(

�)

田
中
啓
一

『

受
益
者
負
担
論』

東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
九
年
、
五
七
頁
。

(

�)

黒
川
弘

｢

受
益
者
負
担
制
度

(

四)
(

五)｣
『

自
治
研
究』

四
五
巻
一
〇
号
、
四
五
巻
一
一
号
、
一
九
六
九
年
。

(

	)

黒
川
弘

｢

受
益
者
負
担
制
度

(
一)｣

『

自
治
研
究』

四
五
巻
七
号
、
一
九
六
九
年
。
田
中
啓
一
、
前
掲
書
、
五
七
頁
、
九
三
頁
。

(


)

坂
本
信
雄

｢

受
益
者
負
担
原
則
の
再
検
討｣

『

京
都
学
園
大
学
経
済
学
部
論
集』

一
一
巻
二
号
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
。
鈴
木
武

雄

｢

国
庫
負
担
と
受
益
者
負
担｣

『

武
蔵
大
学
論
集』

一
六
巻
三
号
、
一
九
六
八
年
。
池
上
岳
彦

｢

地
方
税
財
政
制
度
に
お
け
る

�受

益
と
負
担
�｣『

地
方
財
務』

二
〇
〇
二
年
一
一
月
。
小
泉
明
他
編

『

現
代
経
済
学
辞
典』

青
林
書
院
新
社
、
一
九
七
九
年
。
大
阪
市
立

大
学
経
済
研
究
所
編

『

経
済
学
辞
典
・
第
三
版』
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
。

(

)

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
著
、
山
岡
洋
一
訳

『

国
富
論
・
下』
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
四
〇
三
頁
〜
四
〇
四
頁
。

(

�)

黒
崎
勲
、
前
掲
書
、
一
六
八
頁
、
一
六
九
頁
。｢

学
制
序
文｣
や
条
文
へ
の
言
及
は
な
い
。

(

�)

鈴
木
武
雄
、
前
掲
論
文
、
一
七
頁
。

(

�)

和
田
八
束

『

日
本
財
政
論』

日
本
評
論
社
、
一
九
七
九
年
、
二
二
四
頁
、
二
二
一
頁
。

(

�)

藤
田
武
夫

｢

�受
益
者
負
担
�
論
の
検
討｣

大
阪
学
院
大
学

『

商
経
論
叢』
六
巻
二
号
、
一
九
八
〇
年
七
月
。

(

�)

田
中
啓
一
、
前
掲
書
、
九
一
頁
。
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(

�)

和
田
八
束
、
前
掲
書
、
二
二
四
頁
〜
二
二
五
頁
。
田
中
啓
一
、
前
掲
書
、
六
〇
頁
。
黒
川
弘

｢

受
益
者
負
担
制
度

(

一)｣
『

自
治

研
究』

四
五
巻
七
号
、
一
九
六
九
年
な
ど
。

(
�)

池
上
岳
彦
、
前
掲

｢

地
方
税
財
政
制
度
に
お
け
る

�受
益
と
負
担
�

｣

、
鈴
木
武
雄
、
前
掲

｢

国
庫
負
担
と
受
益
者
負
担｣

な
ど
。

(

�)
坂
本
信
雄
、
前
掲
論
文
、
二
六
四
頁
。

(

�)
『

大
月
経
済
学
辞
典』

大
月
書
店
、
一
九
七
九
年
、
四
八
〇
頁
。

(

�)

和
田
八
束
、
前
掲
書
、
二
三
一
頁
。

(

�)

鈴
木
武
雄
、
前
掲
論
文
、
三
〇
頁
。

(

	)

井
深
雄
二
、
前
掲
書
、
四
〇
一
頁
。

(


)

井
上
久
雄

『

増
補
学
制
論
考』

風
間
書
房
、
一
九
九
一
年
、
二
三
七
頁
。

(

�)

以
上
二
件
、
柏
木
敦
氏
蔵
、
長
野
県
更
級
郡
荘
内
尋
常
小
学
校

｢

沿
革
史｣

(

�)

井
深
雄
二
、
前
掲
書
、
四
〇
一
頁
。

(

)

井
深
雄
二
、
前
掲
書
、
四
〇
四
頁
、
四
一
三
頁
。

(

�)

井
深
雄
二
、
前
掲
書
、
四
一
七
頁
。

(

�)

中
島
太
郎
、
前
掲
書
、
四
九
頁
。

(

�)

京
都
府
立
総
合
資
料
館
編

『

京
都
府
百
年
の
資
料
・
５』

京
都
府
、
一
九
七
二
年
、
一
二
頁
。

(

�)
『

文
部
省
第
二
年
報』

明
治
七
年
、
一
三
〇
頁
。

(

�)

前
掲

『

文
部
省
第
二
年
報』

和
歌
山
県
、
一
八
四
頁
。
岩
手
県
、
三
五
〇
頁
。

(

�)
『

文
部
省
第
五
年
報』

明
治
一
〇
年
、
第
一
冊
、
一
九
四
頁
。

(

�)

前
掲

『

文
部
省
第
五
年
報』

第
一
冊
、
七
五
頁
〜
七
六
頁
。

(

�)

前
掲

『

文
部
省
第
五
年
報』

第
一
冊
、
八
五
頁
。

(

�)

荒
井
明
夫
編

『

近
代
日
本
黎
明
期
に
お
け
る

｢

就
学
告
諭｣

の
研
究』

東
信
堂
、
二
〇
〇
八
年
、
五
三
三
頁
。
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(

�)

羽
田
貴
史
、
前
掲
論
文
、
二
九
頁
。

(

�)

拙
稿｢

�学
制
�(

明
治
五
年)

公
布
の
政
治
的
背
景
―
岩
倉
使
節
団

�約
定
�
問
題
を
中
心
に
―｣

『

桃
山
学
院
大
学
人
間
科
学』

三
四
号
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
、
参
照
。

(

�)
明
治
六
年
三
月
五
日
、
文
部
省
達
第
二
四
号
は

｢

二
十
分
一
ノ
割｣

の

｢

細
註｣

を
加
え
る
。

(

�)
『

文
部
省
第
六
年
報』

明
治
一
一
年
、
付
録
、
一
五
頁
〜
一
六
頁
。

(

�)

前
掲

『
文
部
省
第
二
年
報』

四
頁
。

(

�)

明
治
一
二
年
四
月
二
二
日
広
島
県
伺
―
一
部
を
管
内
小
学
校

｢

飢
年
凶
歳｣

の
手
当
金
と
し
て

(

県
庁
で)

積
み
立
て
た
い
。

五
月
一
〇
日
指
令
―
小
学
校
へ
配
布
す
べ
き
で
あ
る
。
小
学
校
で
積
置
き｢

変
年｣

の
手
当
て
使
用
す
る
こ
と
は
可(『

文
部
省
日
誌』

明
治
一
二
年
、
九
号
、
二
五
頁)

。
明
治
一
二
年
五
月
二
六
日
静
岡
県
伺
―
小
学
補
助
金
の
三
分
の
二
を

｢

本
県
小
学
資
金｣

と
し
て

積
み
立
て
た
い
。
六
月
一
三
日
指
令
―
県
庁
で
の

｢

積
立
増
殖｣

は
不
可
。
小
学
校
で
な
ら
可

(

同
、
明
治
一
二
年
、
一
一
号
、
三

九
頁
〜
四
〇
頁)

。

(

	)

明
治
一
一
年
八
月
二
〇
日
千
葉
県
伺
、
九
月
二
日
指
令

(『

文
部
省
日
誌』

明
治
一
一
年
、
一
二
号
、
六
頁
〜
七
頁)

。
明
治
一
二

年
八
月
一
一
日
福
島
県
伺
、
八
月
二
三
日
指
令

(

同
、
明
治
一
二
年
、
一
八
号
、
九
頁
〜
一
〇
頁)

。

(


)
『

文
部
省
日
誌』

明
治
一
二
年
、
九
号
、
二
〇
頁
〜
二
一
頁
。

(

�)
『

文
部
省
第
五
年
報』

明
治
一
〇
年
、
第
一
冊
、
六
六
頁
。

(

�)

早
稲
田
大
学
所
蔵

｢

大
隈
文
書｣

A
4

2
4

4
｢

学
校
資
金
処
分
之
方
法｣

。
文
中
に

｢

先
七
ヵ
年
ヲ
一
期
ト
定
メ
補
助
金
ヲ
交
付
シ

更
ニ
学
校
ノ
実
形
ニ
就
キ
議
定
ス
ル
所
ア
ル
ヘ
シ｣

と
あ
る
が
、｢

学
制｣

第
九
九
章
で
は

｢

向
五
ヵ
年｣

を

｢

一
期
ト
シ
テ
之
ヲ
定

ム
一
期
以
後
ノ
増
減
ハ
其
時
ノ
議
決
ニ
ヨ
ル
ヘ
シ｣

と
な
っ
た
。

(

)
｢

収
入
金
之
儀
ニ
付
伺｣

。｢

公
文
録｣

大
蔵
省
伺
、
明
治
八
年
一
一
月
・
二

(

�)

。

(

�)
｢

大
隈
文
書｣

A
4

2
4

5

。｢

補
助
金
或
ハ
扶
助
金
ノ
学
校
ニ
於
ル
目
今
欧
米
各
国
ニ
行
ハ
ル
ゝ
所
ヲ
以
テ
之
ヲ
観
ル
ニ｣

と
始
ま
る

こ
の
文
書
に
は
日
付
も
起
案
者
名
、
宛
先
も
な
い
が
、
補
助
金
に
つ
い
て
の
文
部
当
局
の
考
え
方
が
よ
く
分
か
る
。
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(

�)
｢

公
文
録｣

文
部
省
伺
、
明
治
八
年
八
月
九
月
・
全

(

�)

。

(

�)
｢

公
文
録｣

文
部
省
伺
、
明
治
七
年
七
月
・
全

(

�)

。

(
�)

｢

公
文
録｣

文
部
省
伺
、｢

諸
学
校
補
助
金
名
義
并
計
算
之
儀
ニ
付
伺
書｣

明
治
七
年
七
月
・
全

(

�)

。

(

�)
以
上
、｢

公
文
録｣

大
蔵
省
伺
、
明
治
八
年
一
二
月
・
一

(

�)

。

(

�)
拙
稿

｢

	学
制

(

明
治
五
年)

公
布
の
財
政
的
背
景
―
文
部
省
定
額
金
問
題
を
中
心
に
―｣

『

桃
山
学
院
大
学
人
間
科
学』

第
三

六
号
、
二
〇
〇
九
年
一
月
、
予
定
。

(

�)
｢

公
文
録｣
大
蔵
省
伺
、
明
治
八
年
一
一
月
・
二

(

�)

。

(

)

前
掲

｢

大
隈
文
書｣

A
4

2
4

5

。

(

�)
｢

諸
学
校
常
費
残
金
据
置｣

に
関
す
る
文
部
省
伺
。
明
治
七
年
六
月
二
八
日
。｢

太
政
類
典｣

第
二
編
第
二
四
四
巻

(

36)

。

(

�)
｢

大
隈
文
書｣

A
4

2
4

4

。
既
出
。

(

�)
『

文
部
省
第
六
年
報』

一
七
頁
。

(

�)
『

文
部
省
第
五
年
報』

四
七
二
頁
。

(

�)
『

文
部
省
第
五
年
報』

四
七
四
頁
。

(

�)

教
育
史
編
纂
会

『

明
治
以
降
教
育
制
度
発
達
史
・
一』

一
九
三
八
年
、
四
五
六
頁
。

(

�)

倉
澤
剛

『

学
制
の
研
究』

講
談
社
、
一
九
七
三
年
、
八
二
四
頁
。

(

�)
｢

大
隈
文
書｣

A
4

2
2

8

。
倉
澤
剛

『

小
学
校
の
歴
史
・
Ⅱ』

ジ
ャ
パ
ン
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
ビ
ュ
ー
ロ
ー
、
一
九
六
五
年
、
七
一
八
頁

〜
七
二
二
頁
。
尾
形
裕
康

『

学
制
実
施
経
緯
の
研
究』

校
倉
書
房
、
一
九
六
三
年
、
二
四
四
頁
〜
二
四
六
頁
。

(

�)
『

文
部
省
第
一
七
年
報』

明
治
二
二
年
、
六
七
頁
。

(

�)

海
後
宗
臣
監
修

『

日
本
近
代
教
育
史
事
典』

平
凡
社
、
一
九
七
一
年
、
四
五
頁
。

(

�)
『

文
部
省
第
二
二
年
報』

明
治
二
七
年
、
一
五
四
頁
〜
一
五
五
頁
。

(

�)

文
部
大
臣
官
房
会
計
課

『

文
部
省
財
務
沿
革
略』

(

明
治
二
五
年)

に
は
、｢
補
助
金｣

廃
止
後
、
そ
の

｢

残
余
金｣

は
府
県
に
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｢

積
置｣

い
て
教
育
上
必
要
な
使
途
に
充
用
さ
せ
て
き
た
が
、｢

会
計
法｣

を
受
け
て

｢

府
県
限
リ
相
当
ノ
処
分
法
ヲ
定
メ
文
部
大
臣
ヘ

稟
議
ノ
上
施
行
セ
シ
メ
以
テ
其
結
了
ヲ
告
ケ
タ
リ｣

と
記
さ
れ
て
い
る

(

五
頁)

。
こ
れ
は

｢

学
資
金｣

に
組
み
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た

｢
補
助
金｣

の

｢

残
余
金｣

の
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
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The Debate over Educational Financing

in the 1872 �������:

“Beneficiary Charges” or “School District Charges”?

Teruo TAKENAKA

This paper discusses the following seven points concerning the appropriate-

ness of the accepted theory that the educational finance policy of Gakusei

(modern Japan’s first educational system ordinance, passed in 1872) was

based on “beneficiary charges”.

1. Some researchers have criticized that it is ahistorical to apply the contem-

porary concept of “beneficiary charges” to the philosophy of Gakusei.

However, Adam Smith had already developed the concept in his “The

Wealth of Nations” (1776), and applied it to education.

2. The legal meaning of the term “beneficiary charges” comprises the follow-

ing two points: (1) in the case that a particular individual gets a special

benefit through his quasi-public service, (2) the government may let that

individual pay the cost (or a part of it) within the limits of the special bene-

fit.

3. The preface to Gakusei has the philosophy that “learning and schooling” are

for individual benefit, so individuals should not depend on the national gov-

ernment for their educational costs, but there is no reference to the concept

of ”beneficiary charges”; the main principle throughout the articles of

Gakusei is that charges are to be borne by school districts. The fact that

Gakusei has articles about school fees means that we cannot entirely deny

the “beneficiary charges” character of Gakusei, but it is not appropriate to

see the concept as its guiding principle.

4. Despite the fact that Gakusei includes one aspect of “beneficiary charges”,
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it has a very different meaning from that given to it by modern economics,

being no more than an arbitrary explanation offered by the government and

the Ministry of Education. The application of “beneficiary charges” to edu-

cation has actually many difficulties, and that is true even today.

5. The fact that, in practice, school financing was undertaken by school dis-

tricts in the Gakusei period and the percentage subsumed by school fees

was very small is another reason why it is not appropriate to explain

Gakusei using the term “beneficiary charges”.

6. Many “admonitions for schooling” issued by local government officials criti-

cized the philosophy of Gakusei that “learning and school” were for the in-

dividual’s benefit, and emphasized their social significance as well as advo-

cating more cooperative and public maintenance of schools. This is another

reason why “beneficiary charges” should not be seen as the main thrust of

the ordinance.

7. The national government and the Ministry of Education made much of the

financial independence and the reserve funds of school districts, implying

their intention to realize the educational finance philosophy of Gakusei that

people should not depend on the national treasury for their educational

costs. Moreover, the tentative national grant for primary schools called

“Shogaku-Itakukin” was abolished in 1881. In this sense too, it can be seen

that the basic principle of Gakusei was not “beneficiary charges” but the as-

sumption of financial responsibility by the school districts.


